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浦臼町議会第４回定例会 第１号 

 

令和６年１２月１０日（火曜日） 

 

○議事日程 

１          会議録署名議員の指名 

２          会期の決定 

３          諸般報告 

４          行政報告 

５  認定第 １号  令和５年度浦臼町一般会計歳入歳出決算の認定について 

６  認定第 ２号  令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

７  認定第 ３号  令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

８  認定第 ４号  令和５年度浦臼町下水道事業剰余金の処分及び決算の認定について 

９          一般質問 

１０ 議案第４０号  浦臼町個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について 

１１ 議案第４１号  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例の制定

について 

１２ 議案第４２号  重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例について 

１３ 諮問第 １号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

１４ 発議第 ２号  浦臼町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について 

１５         所管事務調査について（総務産業常任委員会） 

 

○出席議員（８名） 

議 長 ８番 小 松 正 年 君 副議長 ７番 柴 田 典 男 君 

 １番 砂 場   明 君  ２番 土 屋 慎 一 君 

 ３番 髙 田 英 利 君  ４番 野 崎 敬 恭 君 

 ５番 中 川 清 美 君  ６番 静 川 広 巳 君 

 

○欠席議員（０名） 

 

○出席説明員 

町 長  川  畑  智  昭  君 

副 町 長  石  原  正  伸  君 

教 育 長  河  本  浩  昭  君 



 

－ 2 －

総 務 課 長  城  宝  睦  己  君 

総 務 課 主 幹  安  田  良  弘  君 

総 務 課 主 幹  早  坂  隆  広  君 

住 民 課 長  明 日 見  将  幸  君 

住 民 課 主 幹  國  田  幹  夫  君 

福 祉 課 長  齊  藤  淑  恵  君 

福 祉 課 主 幹  粟  野  敏  朗  君 

産 業 課 長  馬  狩  範  一  君 

産 業 課 主 幹  山  﨑     哲  君 

建 設 課 長  上  嶋  俊  文  君 

会 計 管 理 者  中  田  帯  刀  君 

教育委員会事務局長  横  井  正  樹  君 

農 業 委 員 会 会 長  位  田     勝  君 

代 表 監 査 委 員  笹  木  政  廣  君 

 

 

○出席事務局職員 

局 長  國  田  朋  子  君 

書 記  藤  澤  翔 太 郎  君 

 



 

－ 3 －

開会  午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

○議 長（小松正年君） 

 おはようございます。 

本日の出席議員は８名です。 

 定足数に達しております。 

 ただいまから、令和６年第４回浦臼町議会定例会を開会します。 

 

    ◎開議の宣告 

○議 長（小松正年君） 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、順を追って進めてまいります

ので、よろしくお願いいたします。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議 長（小松正年君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を会議規則第１１８条の規定により、議長において、５番 

中川議員、６番 静川議員を指名します。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定 

○議 長（小松正年君） 

 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１２日までの３日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から１２月１２日までの３日間と決定しました。 

 

        ◎日程第３ 諸般報告 

○議 長（小松正年君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 はじめに、令和６年第３回定例会以降、きょうまでの議長政務報告をお手元に配布してありま

すので、お目通しを願い、主なもののみ報告いたします。 

 １１月１０日から１２日、空知町村議会議長会道外行財政制度政務調査に行ってきております。 
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 １か所目は、全国町村会議長会の特別表彰を受賞しました宮城県蔵王町議会の議会改革への取

り組みを視察してまいりました。 

 ここでは、本議会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会をすべて公開し、

議員と住民に情報の共有を図り、直接対話する議会報告会を年２回開き、住民の意見を聴取する

ことにより、施策提案の拡大を図る取り組みを行っているところでございました。 

 ２か所目は、同じく特別表彰を受賞した宮城県柴田町議会を視察してまいりました。 

 ここでは、ワールドカフェ方式を活用した自由討議、議員間討議、また議会懇談会の形で一般

懇談会及び団体懇談会などをワークショップの手法を取り入れ、参加者がより気軽にかつ多くの

意見が出やすい形にしているなど議会改革に取り組んでいるところで、大変勉強になったところ

でございます。 

 また、１１月１３日には第６８回町村議長全国大会が東京都のＮＨＫホールで行われ、そこに

参加してまいりました。 

 以上であります。 

 次に、監査委員より令和６年９月から令和６年１１月に実施した例月出納検査結果及び定期監

査結果の報告がありました。その写しをお手元に配布してありますのでご承知願います。 

 次に、総務産業常任委員長より所管事務調査の報告がありました。その写しをお手元に配布し

てありますので、ご承知願います。 

 以上、３件について報告済みといたします。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

  

        ◎日程第４ 行政報告 

○議 長（小松正年君） 

 日程第４、行政報告を行います。 

 はじめに、町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 おはようございます。 

 令和６年第４回定例会の開会に当たり、一言ごあいさつと行政報告を申し上げます。 

 本日をもって招集いたしました第４回定例会では、議案１１件、諮問１件を上程しております。 

各議案提出の際には詳細にご説明いたしますので、十分にご審議いただき、町政発展のため議員

各位のご賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 

 この際、第３回定例会以降の動静につきまして、数件ご報告を申し上げます。 

 まず、９月２５日から１０月６日までの１２日間にわたり多世代交流施設えみるにおいて王子

江画伯の絵画展を開催いたしました。平成２５年以来の一般公開となった今回の絵画展では、え

みるのオープンに合わせご寄贈いただいた大型絵画７点を初公開し、町内外より３４１名の皆様
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にご来場いただきました。 

 また、同時期に深川市のアートホール東洲館でも王子江展が開催され、好評を博しています。

今後とも王先生との交流を継続し、貴重な絵画の活用を図ってまいりたいと思います。 

 次に、１１月１１日から１３日まで町内３か所において、これまでの町政懇談会から名称を改

めたまちづくり懇談会を実施いたしました。各地区とも１０名程度と決して多くの参加をいただ

いたとは言えませんが、こちらから用意した３点の報告案件やフリー質疑において活発なご意見

やご提案をいただくことができました。今後におきましても町民の皆さんの関心の高いテーマを

準備することによって、多くの方々に参加いただけるよう努めてまいります。 

 続いて、１１月２７日にヤンマーアグリジャパン株式会社北海道支社と本町においてスマート

農業連携協定を締結いたしました。同社とは過去３年間にわたりスマート農業、ＩＣＴ農業に関

するご支援をいただいており、ドローン直播の実証試験やハウスや水田の遠隔管理、ドローンの

ライセンス取得講習会の実施などさまざまな取り組みを行ってきたところです。 

 今回、これらの経過に基づき、同社としては全道初となる自治体との協定を締結させていただ

きました。農業者の方々が最新技術に触れ、その効果を直接体験することによって、より実効性

のあるスマート農業の導入につなげていきたいと思っています。 

 以上、行政報告といたします。 

○議 長（小松正年君） 

 次に、教育長から教育行政報告の申し出がありました。これを許します。 

 河本教育長。 

〇教育長（河本浩昭君） 

 おはようございます。 

 議長の発言のお許しがございましたので、第３回定例会以降の教育行政報告について、お手元

の報告書にお目通しいただき、何点かにつきご報告をさせていただきます。 

 １０月１９日開催の令和６年度浦臼小学校第２９回学習発表会につきましては、低学年、中学

年、高学年の３ブロックごとに発表が行われ、高学年の劇を筆頭に各学年ともにダンスや音楽な

ど全ての発表においてクオリティーが高く、子供たちの努力と教職員の指導力が感じられる内容

でございました。 

 次に、３１日の一日防災学校につきましては、自衛隊滝川駐屯地、町総務課、学校運営協議会

の協力をいただき、小中学校で行われ、中学校では装甲車による避難移動訓練や救命救急訓練な

ど貴重な体験をさせていただきました。防災意識の高まりに期待するところであり、関係機関の

ご協力に感謝を申し上げるところでございます。 

 また、１２月２日、２年ぶりに開催されましたファイターズガール「ダンス教室」は小中学生

に加え、一般町民の皆様にも参加いただいての開催となりました。 

 主催されました学校運営協議会、ファイターズ浦臼後援会、またＰＴＡ連合会に感謝を申し上

げるところでございます。 
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 以上、教育行政報告とさせていただきます。 

○議 長（小松正年君） 

これで、行政報告は終わりました。 

 

◎日程第５ 認定第１号～日程第８ 認定第４号（一括議題） 

○議 長（小松正年君） 

 お諮りします。 

 日程第５から日程第８までの４件については、関連がありますので、一括して議題にしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第５、認定第１号 令和５年度浦臼町一般会計歳入歳出決算の認定について、 

日程第６、認定第２号 令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、 

日程第７、認定第３号 令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、 

日程第８、認定第４号 令和５年度浦臼町下水道事業剰余金の処分及び決算の認定については、

一括議題とします。 

 本件については、令和６年第３回定例会において、決算審査特別委員会に付託しておりますの

で、審査結果について、土屋委員長の報告を求めます。 

 土屋委員長。 

○決算審査特別委員長（土屋慎一君） 

 おはようございます。 

決算審査特別委員長報告をいたします。 

認定第１号から第４号までの令和５年度浦臼町各会計歳入歳出決算等の認定について審査を終

了いたしましたので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

 令和６年第３回定例会において、議長及び議選監査委員を除く全員をもって構成する決算審査

特別委員会が設置され、本件を付託されたところであります。 

 去る、１０月２９日、３０日の２日間にわたり、慎重かつ熱心に審査したところであります。

その結果は、別紙のとおり報告書にそれぞれ記載してありますので、内容については省略いたし

ますが、本委員会は令和５年度浦臼町一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算及び下水道事業剰余金の処分及び決算を認定すべきものと決定いたしましたので

報告いたします。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

 質疑については、議長及び議選監査委員を除く全員をもって構成する特別委員会のため省略し
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たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、質疑は省略することに決定しました。 

 これより、認定第１号 令和５年度浦臼町一般会計歳入歳出決算の認定について、討論を行い

ます。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより採決します。 

 認定第１号について、これを認定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、認定第１号 令和５年度浦臼町一般会計歳入歳出決算の認定については、委員長

報告のとおり認定されました。 

次に、認定第２号 令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、討

論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、採決します。 

 認定第２号について、これを認定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、認定第２号 令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第３号 令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、採決します。 
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 認定第３号について、これを認定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、認定第３号 令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第４号 令和５年度浦臼町下水道事業剰余金の処分及び決算の認定について、討論

を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、採決します。 

 認定第４号について、これを認定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、認定第４号 令和５年度浦臼町下水道事業剰余金の処分及び決算の認定について

は、委員長報告のとおり認定されました。 

 

    ◎日程第９ 一般質問 

○議 長（小松正年君） 

 日程第９、これより一般質問を行います。順次発言を許します。 

 発言順位１番、静川広巳議員。 

 静川議員。 

○６番（静川広巳君） 

 それでは、町長に２点質問をいたします。 

 まず１点ですが、防犯カメラの設置であります。 

 夜道を１人で歩くことができる日本の治安の良さは、世界に自慢できる誇りの一つであると思

っております。 

 しかし、近年、年間６万件以上の犯罪が発生しており、生活を安心して送るためには日々の防

犯対策が必要不可欠となっております。 

 防犯対策の一つとして真っ先に思いつくのが防犯カメラであります。現代社会における防犯カ

メラの役割は、単に犯罪を記録するだけではなく、広い範囲のセキュリティーと安全性の向上に

役立っております。 

 公共施設、ビジネス施設、コミュニティー施設、住宅エリアに至るまで防犯カメラは個人もし
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くは住民の生活の日常の安全を守る重要な役割を担っていると思われます。 

 また、多くの研究や調査で、防犯カメラが設置されている地域や施設では、犯罪率が低下する

ことが報告されております。 

 現代社会における防犯カメラの役割は多岐にわたり、犯罪抑止からコミュニティーの安全強化、 

経済的利益の創出まで、私たちの生活を支える不可欠なものとなっております。 

 防犯カメラの適切な設置と運用を求めるものであり、町長の考えを伺いたいと思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 静川議員の１点目のご質問にお答えいたします。 

 防犯カメラが交通事故や犯罪等の事件解決や抑止力に効果があり、地域住民の安全・安心の確

保に重要な役割を担っていることは、議員と認識を同じくするところでございます。 

 現在の本町における設置状況につきましては、主要な１０か所の公共施設に防犯カメラを設置

しており、近隣自治体と比較いたしましても同等以上の設置箇所数となっています。これまで何

度か警察から録画データの提供を求められたこともあり、実際に捜査協力を行った事例もござい

ます。 

また、事業所等の設置状況につきましては把握しておりませんが、比較的新しい商業施設には

設置されているものと認識しています。 

 都市部や先行する一部自治体では、自主設置のほかに民間団体が公共性の高い場所に設置する

防犯カメラに対し補助を行っている自治体もあり、民間設置を支援して地域全体の体制強化が図

られているところもございます。 

 設置数の充実が犯罪抑止やさまざまな効果を高めることは理解するところですが、現時点では

町として全町をカバーする広範囲な設置は考えていません。今後、警察からの要請や町内会、商

工会関係者などからの要望に応じて逐次判断をしていきたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 静川議員。 

○６番（静川広巳君） 

 公共の施設１０か所という答弁がありました。私も何か所かは数えて確認しましたが、１０か

所全ては確認できていません。この１０か所というのはどこなのか、もしわかれば教えていただ

きたいと思います。 

 もう１点、最後のところで、今後警察とか町内会、商工会の要望がないと判断できないような

答弁になっていますが、これはやはりこうではなく、町自体が町民を守るためにどうしようか、
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という判断をしなくてはならないと思います。 

 私もこの問題については過去に２回ほど質問をしています。自治体が率先してやるためには個

人情報保護条例をしっかりと見直すべきだろうと思っております。 

 防犯カメラを設置するためには、個人情報の部分もある程度文言を付け加えなければならない

と私は思っていますので、この辺、浦臼町の個人情報保護条例の中に防犯カメラ設置についての

項目があるのかないのかをお聞きしたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いします。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 静川議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、公共施設１０か所の設置場所について申し上げたいと思います。 

 まず役場、それからふれあいステーション、除雪センター、休養村センター、旧道の駅、それ

から防災倉庫、小学校、中学校、認定こども園とえみるの以上１０か所でございます。 

 次に個人情報保護条例に防犯カメラに関する規定があるかというご質問だったかと思います

が、具体的に防犯カメラをうたった規定については存在していないかと思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ございますか。 

 静川議員。 

○６番（静川広巳君） 

 公共施設１０か所について、場所はわかりました。 

 台数としては多分１か所に１台ではないような気がします。恐らく台数はもっとあって、どの

ような範囲なのかというのもあると思います。 

 えみるだけでも確か防犯カメラが４台ぐらい付いていると思います。 

 なので、恐らく台数はと聞いたらもしかしたらわからないかもしれませんが、その辺も含めて

１か所ではないだろうと思いますが、その辺、把握していただければと思います。 

 それと、恐らく防犯カメラを設置するには個人情報保護の設置要綱が必要だと思っています。 

 ほかの町村も防犯カメラを設置している自治体は、必ずと言っていいほど個人情報保護条例の

中に防犯カメラ設置に冠する項目を付け加えています。 

 これは国の個人情報保護法の中にもありますが、ただ、ここの部分は各自治体に個人情報をそ

れぞれの自治体に合った形にしなさいとなっていますので、そこは各自治体がしっかりと作るべ

きだと思っていますし、これを作ることによって、今後町が要望を受けて防犯カメラを設置する

ときには容易に設置できる方向につながると思いますので、私はできるだけ個人情報保護条例の

中にはこの項目を速やかに付けるべきだと思いますが、この辺をお聞きしたいと思います。 
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○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 今現在そのような単独の条例というのは設けておりません。現在１０か所に防犯カメラの設置

があり、カメラによっては屋外を向いているというものもございますけれど、それは施設内カメ

ラということで要綱自体がない段階で設置しているものでございますけれど、今後警察、町内会

等の要望を受けた中で、設置することになった場合はそういうものも当然必要になってくると思

いますので、今後その検討といいますか調査を進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、２点目の質問をお願いいたします。 

 静川議員。 

○６番（静川広巳君） 

 それでは、町長に２点目の質問をいたします。 

 ２点目は、生成ＡＩの導入に向けての検討をしてはということであります。 

 目覚ましい進化を遂げているＡＩ、いわゆる人工知能の中でも最近大きな注目を浴びているの

がＣｈａｔＧＰＴに代表される生成ＡＩです。人間のように文章や画像を生成することができる

人工知能のことで、従来のＡＩはある程度のパターンやルールに基づいて情報を処理していまし

たが、生成ＡＩはその枠を超えて、人間のような創造的な表現をすることができるということに

なっております。 

 今までアイデアの発想や設計、文章、テーマやストーリーに多くの時間と労力がかかっていま

したが、生成ＡＩを活用することで多くの新しいアイデアや創造性を受け取り、それを自分なり

の表現に取り入れることにより、作業効率が大幅に向上し、今まで考えつかなかった新たな視点

に立つことができると思っております。 

 少子高齢化時代を迎え、さらに人員の不足など、町が抱える課題は少なくなく、住民の生活環

境をさらに守り続けるために導入の検討をしてはと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 静川議員の２点目のご質問にお答えいたします。 

 生成ＡＩ導入による具体的なメリットとして、報告文書や提案書の作成等に見られる業務の効

率化、新規サービスや製品アイデア創出等に見られる新たな価値の創造等、多岐にわたると思わ

れます。 
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導入に当たっては、メリットと同時にデメリットについても注意する必要があります。ＡＩで

の生成結果の精度や個人情報を含むデータ等の厳格なセキュリティー対策、差別や偏見を助長し

ないよう倫理的な観点からの検討、そして何より生成ＡＩを効果的に活用するための職員のスキ

ルアップが求められます。 

 導入に向けたステップといたしましては、生成ＡＩ導入による効果、導入目的の明確化、職員

教育、運用体制の構築等が必要と考えています。 

 議員ご指摘のように、生成ＡＩは人員不足や町が抱える課題解決に役立てる可能性を秘めた技

術であると捉えており、担当課に調査を指示していたところでもあります。今週末にはＡＩを搭

載した会議録作成等に活用できる自動音声文字起こしアプリケーションの職員向けデモンストレ

ーションを開催することとしており、今後とも活用に向けて検討を続けてまいります。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 静川議員。 

○６番（静川広巳君） 

 活用に向けて検討していただけるということなのですが、ご存じのとおり既に近隣でもＡＩを

導入している市町村があります。一番近いところで当別町で、そこは早くに導入してかなり効率

を上げているという話も聞いております。 

 私が思ったのは、これまで必ずコンサルタント会社を通して事業などをやっていたのを、そろ

そろ変えた方がいいのではないかということです。これを使って、いろいろな事業をやる際に、

そこに行き着くまでのところでこういうものを利用しながらというのがいいのではないかと思っ

ています。 

 それと、答弁の半分は、恐らく生成ＡＩができて最初の頃だとこのような町長の答弁になるの

ではないかと思っています。その頃はデメリットも多くて、実際に生成ＡＩ自体が出してくる答

えの信用性というところに、かなり不安な面がありました。 

 現在はそれがかなり進んでいます。このような部分はかなり改善されて、デメリットが縮小さ

れていると認識しています。 

 問題は、職員がこれを使うためのスキルアップなのです。実際にこれを提供している会社によ

ると、ここの部分は実際にやっていかないとわからないところがあると。最初からスキルアップ

といっても、実際にやっていかないと、なかなかスキルアップにはならないと思っています。同

時に活用に向けてやらないと、対応できなくなるのではないかと思いますので、この辺を考えて

いただければと思っています。 

 本来は会議などに出す書類も含めてですけれども、できるだけ早急に導入を検討していただい

て、当然予算もかかることでしょうから、もし何かありましたら、その都度報告していただけれ

ばと思っていますが、その辺どうでしょうか。 
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○議 長（小松正年君） 

 川畑町長。 

○町長（川畑智昭君） 

 記載内容がちょっと古いのではないかというようなお話ですけれど、やはり個人レベルでの利

用と行政の業務に使用するとなると、やはり慎重にならざるを得ないというところはあるかと思

いますので、このような答弁になりました。 

 当別町さんでは本当に早くに導入をされて一定の成果も上げていると聞いておりますので、近 

隣のそういう先行事例等も参考にしながら、本町でも導入に向けて進めてまいりたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ございますか。 

○６番（静川広巳君） 

 ありません。 

○議 長（小松正年君） 

 次に、発言順位２番、砂場明議員。 

 砂場議員。 

○１番（砂場 明君） 

 今回は町内の除雪事情を町長にお尋ねいたします。 

 これから本格的な雪のシーズンに入ります。 

 町内の除雪は、大きく分けて除雪センターで行う一般道と民家に分けられますが、今回は民家

の除雪に対してお聞きいたします。 

 ここ浦臼町は豪雪地帯となっており、毎年除雪の問題はありますが、これといって補助や支援

はないように思いました。この地域では、除雪もインフラの一部と考えられ、町としても対策が

あってもいいのではと感じました。 

 そのような中、令和元年度より高齢者除雪費助成事業が開始されました。参考までに、初年度

は７７人の利用で総事業費約１７０万円、その後、周知もあり利用者も増え、昨年度は１００名

の利用と総事業費約３４５万円まで増えてきました。しかし、事業者数は横ばいで、近所を担う

個人を加えても多くはありません。 

 令和３年に静川議員より除雪の質問があり議事録も読んだところですが、問題は当初からあり

ましたが、事態はより切迫しているように感じます。答弁では、「行政が主体的に関わるのは難

しい」と言いつつも、「内部で相談し実現可能なら実現したい」と締めくくられていました。 

 現在は、除雪に対しての需要と供給のバランスがいいとは思えません。話を聞いても、事業者

も高齢化、また機械も古くなっており、いつまで続けられるか、もう既に辞めて後任業者を探せ

ないといった問題も出始めています。このままだと除雪難民が出てきてしまう心配があります。 

 先に述べた高齢者除雪助成事業はいいことだと思いますが、事業者が少なくなれば安心して住 

むこともままならなくなります。行政として事業者への支援を議論してもいいのではと感じまし
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た。 

 そこで、町長にお聞きします。高齢者除雪助成事業はこの５年間で一定の成果を上げたと思い

ますが、町長の考えはいかがでしょうか。 

 次に、前回の答弁後に内部との相談はされたのでしょうか。 

 次に、事業者への支援は考えられないのでしょうか。 

 最後に、町長のご意見をお伺いしたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 砂場議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の高齢者世帯等除雪費助成事業ですが、除雪作業が困難な高齢者に対し、事業者等に支

払った費用の一部を助成し、経済的負担軽減を図っております。令和元年度から現在の形で運用

しており、昨年度までに延べ４５９世帯に助成いたしました。当初は対象世帯の３０％台の利用

率でしたが、昨年度は約４６％と増えてきており、事業者数も２７件から３９件に増加しており

ます。ニーズの高い事業であり、一定の成果を上げているものと考えております。 

 次に、内部協議の状況と事業者への支援のあり方についてでございますが、令和３年第４回定

例会における静川議員からのご質問に対しまして、定住の側面から答弁をさせていただいた経緯

がございます。 

 除雪作業の担い手の確保や増加に資するため、事業者への助成の可否を内部にて検討した経過

がございますが、除雪作業機の種類、請負件数の多寡、請負単価等が事業者によってさまざまで

あり、また機種によっては除雪作業以外への汎用性もあることなど、事業者間で条件の隔たりが

大きく、公平性、平等性を備えた明確な制度設計が非常に難しく、結論には至っていないところ

でございます。 

 今回のご質問を受け、全道市町村における高齢者世帯等に対する助成制度を調査いたしました 

ところ、９自治体で本町同様の現金給付が行われていました。意外に少ないというのが実感です。 

その中で本町の助成額は上位に位置しており、この助成金を活用し経費負担が軽減されることに

より除雪作業の委託につながり、それを事業者が請け負うという双方にメリットのある循環が生

まれているとも考えています。 

 当面は現状を継続する考えですが、今後とも除雪の担い手不足は厳しい状況になっていくと予

想されますので、請負事業者数の推移などを注視しつつ、定住と福祉の両面から有効な施策につ

いて検討を続けてまいります。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、再質問ございますか。 
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 砂場議員。 

○１番（砂場 明君） 

 まず、高齢者世帯の助成事業費について、データを確認させていただいて今回の一般質問にな

ったところです。その中で対象世帯のパーセンテージがちょっとわからなかったのですが、町長

の答弁では４６％になっていたと思います。それで、令和元年度からの推移を見させていただき

ました。やはり今言ったように、だんだん周知されているということもあり、助成金額も利用者

数も右肩上がりになっています。それでも４６％という数字ですから、この事業の去年のデータ

は想定の範囲内なのでしょうか。これから、４６％以上、ニーズが増えてきてもまだまだ事業は

続けられる範囲と考えいるのかということをお尋ねいたします。 

 そして、この除雪事業の難しさといいましょうか、僕もいろいろなところから話を聞いて、本

当に難しいと思うのは、除雪を担う人たちが一人親方ということもございまして、契約も作業も

ひとりでやるということで、それぞれの考え方があります。町長の答弁の中でも、いろいろな機

械、単価があるということで、これを一つにするのは本当に難しいだろうと実感しました。作業

を行う機械ですと、１００以上の大型ホイールローダーに乗っている人もいれば、小型のもの、

トラクターであったり、手押しの除雪車だったりもします。金額も時間単位の契約もあれば出動

回数の契約、そしてシーズン単位の契約というのもあります。 

 そのような中、なかなか一つにするのは難しいのですが、事業者が減っていっているという事

実も、ちょっと無視することはできないのかなと思います。 

 現在除雪をしている大手が今季限りで引退するような話を聞きました。今までの利用者が宙に

浮いてしまうと大変なことになるなと思って、今回一般質問のきっかけになったところもありま

す。そのような中、その担い手といいましょうか、事業者をどうやって増やしていくかというこ

とも、やはり頭に入れておかなければいけないと思います。 

 そのためにはどうしたらいいのかというと、支援という形が一番いいのですが、町長も言われ

るとおり、僕も感じていますが、支援の難しさというのはあると思います。 

 まずは事業体といいましょうか企業体といいましょうか、行政が主導して皆さんの意見を吸い

上げて落としどころを作るような場を作っていただいて、皆さんがどのような意見を持って、ど

のように取り組んでおられるのか、その中で町が関わることができるのかという話し合い、協議

の場を何回か作って、来年の除雪を迎えるような形を作れないかと思いますので、そこも一つお

願いしたいと思います。 

 それから、高齢者の去年の実績ですが、事業費総額が３４５万円となりました。この事業は５

万円を上限にして、契約金の半分を助成するという制度であります。単純計算ではありますが、

約７００万円のお金が動いています。そのほかに７０歳以下もしくは企業の除雪を加えて、ここ

は想像でしかないのですが、話を聞いた中では１シーズンで１，５００万円ぐらいのお金が除雪

で動いているのではないかと推察されます。 

 それだけのお金が１シーズンで動いていると考えると、やはり事業者の数が足りない。町長の
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答弁では３９件とありましたが、個人の方も入っていますよね。私がいただいた資料では、事業 

者１１、個人２８となっています。個人というのは、農家の方などで近所の除雪を担いますよと。 

対象が７０歳以上ですから、ここに登録して助成をいただいているという方だと思うのですが、

やはりメインとなるのは事業者として扱われる１１社。ここがこれからどれぐらい仕事ができる

かというところにも関わってきますが、それだけの除雪を行う中でその事業者数ではちょっと少

ないのではないかという気もいたします。 

 だからといって、これは民間の事業者の考え方ですので、新規参入を促すには本当に難しいハ

ードルといいますか、難しい壁がたくさんあると思います。そこを統括役として行政には動いて

いただけないかというのが、今回の質問で僕が感じたところでもあります。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 大きく３点の再質問だったかと思います。 

 １点目、現在４６％の利用率ということで、今後さらに増えていった場合それでも事業を継続

するのかということですけれど、今の段階では増えても継続をしようと思っております。それは

その時々の判断によるかと思いますけれど、今現在ではそのような考えでいます。 

 ２点目について、今回改めてご質問いただき、内容を少し考えてみましたけれど、制度設計自

体が本当に難しいというところがあります。 

 現在、実際にはかなり厳しいでしょうけれど、経済活動の一環としてやられている方、あるい

はほぼボランティアのような形でやられている方ということで、その姿勢といいますか、特に事

業者の方がやられる場合はあくまでも経済活動、ボランティアの部分もあろうとは思いますけれ

ど、それぞれのスタンスが違っているというところも大きく影響してきていると思っています。

ですから、それぞれの考えのもと除雪作業を行っていただいているというところでは、統一した

ところにたどり着くというのは、なかなか厳しい状況にあると思います。まずは全ての方を一堂

にということにはならないと思います。主立ったところの方のご意見といいますか、考え方をお

伺いするような機会を設けていきたいと思います。 

 ３点目、事業者が１１、個人が２８ということで、ほぼ半数以上は個人の方のボランティア的

な意思に基づいて行われていると思っています。先の質問への回答にもつながっていきますが、

今後、統一したものとして、皆さんの考えといいますか、意思がまとまるのかどうかというとこ

ろも、町の考えとは別にそちらも大きなものがあろうかと思います。 

 それぞれの思いも違い、条件も違う中で一体的なものに最終的にまとめていけるのかどうかは

これからの話し方次第になってくると思います。先ほど申し上げた、まずはお話を聞くところか

ら進めさせていただきたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 
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 再々質問ございますか。 

 砂場議員。 

○１番（砂場 明君） 

 今後どうなるかわからないという前提ですが、行政にも少し動いていただけるということを伺

いました。本当に今後とも除雪の担い手不足は厳しい状況となっていくという予想はされている

と思っています。 

 先ほど言ったとおり事業者といいましょうか除雪を担う方は一人親方。これはちょっと語弊が

あったら申しわけないのですが、やっぱり人間の仕事ですから時間も限られています。体も一つ

と限られています。なので、どうしても条件のいい利用者の方に流れていくというケースもない

ことではないと思います。 

 ですが、除雪をその町のインフラの一部と考えるならば、除雪を利用したいと思う人たちには

それを利用できるような形をぜひとも作ってほしいというのが、私の思いであります。 

 やはり除雪難民が出てきては困るというところもあり、町長が言われる商業活動の一環を邪魔

したくないという理由もわかります。今、地方においては、民間事業者が撤退したり規模縮小に

なって、それを行政が担うということも割とよく聞く話ではありますし、そこは町長もきっと頭

が痛いところなのではないかなと感じます。 

 これは最初にも言いましたが、このような豪雪地帯では、除雪をインフラの一部と捉えるので

あれば、行政サービスとまで言っていいのかわかりませんが、何とかそういう位置付けに持って

いくことも住民が住んでいる以上大切なことなのかもしれません。 

 病院がある、バスがある、除雪体制もしっかりしている、ここまでワンセットとは言いません

が、そこまでできればというのが漠然とした私の考えではあります。将来的にもどうなるかわか

りませんが、少しずつでもいいですので、行政の方から何か支援とか意見を出していただいて、

この町の除雪体制をしっかりと担うような体制を今後とも民間とともに作っていただきたいなと

いうのが私の意見でございますが、町長、どうでしょうか。 

○議 長（小松正年君） 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 再々質問にお答えいたします。やはり民間の方にはボランティアという意思が根底にはあるの

だろうと思います。この町を何とかしたいという思いがあっての事業者の方々の商業活動でもあ

ろうと思います。 

 今、町が支援するということでお話をいただいておりますけれど、既存の方に対する応援とい

うのは、中身は厳しいのですけれど、比較的できると思います。新たな方を発掘するような形の

支援というのは、さらに難しいのかなと考えているところです。 

 当然、事業者的な大規模な形でやっていただくとなると、それなりの投資をされるということ

にもなりますので、町がそれにどこまで関わっていけるのかというところは本当に難しい問題だ
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と思っています。将来の話ではなくて、既に始まっている問題という意識を持って、今後とも少

しずつでも前に進めていきたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

 再開時間を午前１１時といたします。 

 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１０時５９分 

 

○議 長（小松正年君） 

 全員がおそろいですので、休憩を閉じ会議を再開したいと思います。 

 それでは、発言順位３番、野崎敬恭議員。 

 野崎議員。 

○４番（野崎敬恭君） 

 町長に２問質問いたします。 

 まず、えみるの遊具公園に明るい夜間照明をということです。 

 今年５月に多世代交流施設えみるがオープンしてにぎわいを見せております。９月には秋の祭

典イベントを施設内や駐車場で行い、出店もあり、にぎやかに開催することができました。 

 そこで夜間気になったのが、遊具のある場所に照明が届いておらず、暗くなったところで遊ん

でいる小さな子供たちのことでございました。イベントの司会者もそのことに気がつき、マイク

で保護者の方に注意を促していました。 

 夜間イベント等で子供たちが安全に遊べるように、また不審者から子供たちを守るためにも、

必要なときだけでも使える照明と防犯カメラの設置が必要ではないかと思いますので、設置につ

いての考えをお伺いいたします。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 野崎議員のご質問にお答えいたします。 

 本年９月７日開催の当該イベントにおける日没時間は１７時５８分、夕暮れも早まる季節に差

しかかった時期の開催でございました。 

 当日は正午過ぎより１９時３０分まで日程が組まれておりましたが、議員のご質問にあります

とおり、イベント司会者による注意喚起のアナウンスもされたように、当該イベントでは遊具の

夜間使用は想定されておりませんでした。 

 なお、イベント時か否かにかかわらず、本町におきましては他の施設も含め日没後の屋外遊具
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の利用は想定しておらず、夜間利用を促すような照明設備の設置は考えておりません。 

 また、防犯カメラにつきましては、遊具設置の庭園側に向けて既に１台設置されており、全て

の範囲を記録できるものではございませんが、現状での増設の考えはございません。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 野崎議員。 

○４番（野崎敬恭君） 

 えみるは多目的に使える多世代交流施設になっております。まだまだ利用方法はあるので、安

全に使えるような施設になっていただきたいと思っております。 

 先ほど、静川議員の質問の中にもありましたが、子供たちもえみるで勉強をするなどして遅く 

なることもあろうかと思います。行政が十分に安全な処置をしていただきたいと思っております。 

 今までは安全な町だと思っていても、最近は思いもしないことが起きる社会になったように思

っております。事故など起きては困りますので、そのようなことのないよう想定と配慮を願いた

く思います。 

 静川議員の質問にもあった防犯カメラと連動させ、隙間なく住民に安全と安心感を与えていた

だきたいと思います。答弁願います。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 先ほどの静川議員のご質問にもありましたように、防犯カメラの有効性につきましては十分理

解しているところでございますけれど、今おっしゃられた隙間なくというのは、さすがに行政が

全てを負担して設置するということはかなり厳しいものでございますので、必要に応じて設置し

ていくような考えで今後とも進めてまいります。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ございますか。 

 野崎議員。 

○４番（野崎敬恭君） 

 一定程度、えみるでイベントをやる団体といったら商工会でしょうか。例えば商工会が照明を

使うとするならば、やはりそれは施設の方に付けておくべきではないか、そのように思っており

ます。 

 私の今の質問はこれにて終わらせていただきます。答弁はよろしいです。 

○議 長（小松正年君） 
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 それでは、２点目の質問をお願いいたします。 

○４番（野崎敬恭君） 

 ２点目として、町営バスの停留所の新設ということで、町営バス停留所を滝川市立病院前に新

設することについて、検討、調整はできないでしょうか。 

 銀座通バス停から市立病院までの距離を高齢の方が歩くのは大変なことと考えております。 

 昨年３月までは、浦臼滝川線を中央バスが担っておりましたが、廃止に伴い町営バスに移行

し、町長が願う住みやすいまちづくりのために、今現在、砂川駅、滝川駅、それから砂川市立病

院までバスが走っておりますが、滝川市立病院までは行っていません。 

 今後は、通学のみならず高齢者の通院の足としても必要なバス路線であるため、浦臼町公共交

通会議に滝川市立病院前バス停留所の新設について諮っていただきたく、町長にお伺いいたしま

す。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 野崎議員の２点目のご質問にお答えいたします。 

 町営バス浦臼滝川線は、令和４年９月に北海道中央バスが滝川浦臼線を廃止し、その代替交通

として同年１０月より運行を始め２年が経過したところでございます。 

 町営バス浦臼滝川線を運行するにあたり、北海道中央バスをはじめとした関係機関と事前協議

を重ね、その中で停留所の重複等により北海道中央バス等が運行している路線に影響が出ないよ

うに運行することを条件として同意いただいた経過がございます。 

 滝川市立病院前の停留所まで延長しますと、北海道中央バスが運行しています滝川市内線と重

複路線となります。また、滝川駅発のＪＲや中央バスとの接続を考慮すると、えみるを１０分以

上早く出発する必要があり、高校生の通学に大きな影響を与えることなど路線の重複以外にも問

題があり、滝川市立病院前のバス停留所の設置はできないと判断しております。 

 議員ご指摘のように地域公共交通は高校生の通学だけではなく、通院や通勤の手段であること

を理解しており、利用者相互の利便性を考慮しつつ既存の民間路線へ配慮したものとなっており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 野崎議員。 

○４番（野崎敬恭君） 

 町営バスの運行ダイヤが、ＪＲ、中央バスとの関連性でダイヤを組んでいるというのは重々理

解しておりますし、かなりご苦労して組んでいるのだろうな、そのように考えております。 
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 それでも、滝川市立病院へ行くためには本来９時台のバス、それから帰りは２時台のバスがほ

しいという住民、高齢者の声が私のところに来ております。しかし、バスを増やすということは 

やはり経費の増大に関わりますので、私も、なかなか厳しいだろうという判断をしておりました。 

 そこで、２番目に多かったのが、病院の前にバス停をという声でございました。 

 まだ滝川市内では、中央バス、路線バス事業者が動いていますので、競合路線となり、かなり

路線バス事業者にとっては痛いのかなという気持ちもあります。しかし、浦臼町から滝川市立病

院までの人数を大体換算すると、それほど事業者に影響を与えないのではとも考えております。

近年は運行バス事業者のダイヤの方もだんだんと少なくなってきており、こういう浦臼町のよう

な過疎地からの通院者も大変な状況になっているだろうと思っております。 

 運行回数が減っていくバス事業者に気を使うと、我が町の住民が幸せになれないというような

気にもなっております。町には、強い気持ちで浦臼町公共交通会議の場で住民の気持ちに寄り添

っていただき、協議をしていただきたいと思っております。 

 知り合いの高齢の方は、現在砂川市立病院にバスで通院されています。本当にバス停があって

ありがたい、そのように申しておりました。 

 恐らく滝川市立病院の前にバス停を設置することで、同じように車のない高齢の方はそのよう

に感じてくれるのではないか、そのように思っております。 

 先ほどから申しておりますように、砂川市、滝川市は、浦臼町としては依存関係にある大きい

市です。どうしても必要だと感じるのは、町営バスなどはやはり駅と病院まで結ぶのが最善だろ

うと、そのように考えて質問させていただきました。答弁よろしくお願いいたします。 

○議 長（小松正年君） 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 おっしゃられることは重々理解するところではございます。一定のルールに基づきまして交通

体系が出来上がっておりますので、その辺をこちらの事情で変えられるものなのかどうなのか、

今までは変えられないという前提でお話を進めてきておりましたけれど、その辺は確認をさせて

いただきたいと思います。 

 重複路線が認められないという問題のほかにもう一つ、やはり遠回りになりますので、時間が

１０分、１５分、駅まで余計にかかってしまうというようなことが発生いたします。ある方に都

合のいいことが、ある方には不便になるということにもつながりかねませんので、そのあたりは

トータルで考えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ありますか。 

 野崎議員。 

○４番（野崎敬恭君） 
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 このバスダイヤの編成を考えてみたとき、本当に大変なところをうまく隙間をねらってやって

くれているなと、そのように思っております。 

 ですが、この町の人口もあっという間に１，５００人台になってしまいました。小さくても不

便さのないまちづくりをしていかないと、さらに人口減少、社会減に陥る、そのようなことも考

えたりしております。公共交通会議の場でも周りの情勢をよく見て、滝川市の路線バス事業者の

ことも見ながら、突っ込みどころがありましたら、どんどん突っ込んで、我が町の住民にとって

も良い方向に持っていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁はよろしいですね。 

○４番（野崎敬恭君） 

 はい。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、次に発言順位４番、中川清美議員。 

 中川議員。 

○５番（中川清美君） 

 町長に３点、質問をいたします。 

 まず１点目でありますが、選挙における投票所のバス送迎ということでございます。 

 浦臼町では、交通弱者対策として、高齢者や自動車運転免許返納者にタクシー助成券が配られ

日常生活で不便がないように対策が取られていることは高く評価するものであります。 

 日本の選挙制度においては、衆議院選挙や市区町村議員選挙など、また住民投票まであり、国

民の一人一人に平等に与えられた権利であります。 

 近年、肝心の投票率の低下が懸念されております。原因として考えられることは、選挙離れや

関心の低さ、また政治に対して確信を持てないなどがあるのではないかと思われます。 

 私も議員として選挙活動に携わってきましたが、その中で一人暮らしの高齢者と話をしたとき

に、「選挙には行きたいが、投票所までの足がないので行かない」と言う方が数人おりました。

タクシーを利用すればと思われますが、なかなかそうはならないようであります。また、タクシ

ーは土日が休みであり、投票日当日には利用できません。 

 浦臼町に住み続け、さらに自分の意思を示す機会を応援するためにも、投票所への送迎バス運

行の考えを聞かせていただきたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 中川議員のご質問にお答えいたします。 
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 議員のご質問にありますとおり、交通弱者への施策として、タクシー利用助成券を配布してい

るところでございますが、土日祝日はタクシー、乗合タクシーとも運行しておらず、投票日当日

の公共的な移動手段が確保できていないのが現状でございます。 

 これにより、投票日の投票行動に影響を与える可能性もあり懸念するところではございますが、 

公示日翌日から投票日前日までの間に投票可能な期日前投票制度もあり、昨年４月執行の浦臼町

議会議員選挙並びに本年１０月執行の衆議院議員選挙の期日前投票率は２５％を超えていること

から、一定程度、町民に定着しているものと考えています。 

 このことから、投票日当日に投票所への送迎バスの運行ではなく、乗合タクシー等が運行され

ます平日に投票可能な期日前投票制度を利用いただくよう、更なる普及促進に努めてまいりたい

と思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 中川議員。 

○５番（中川清美君） 

 平日に可能な限り期日前投票を利用していただきたいということで、期日前投票率２５％と言

っておりました。これについての基準というのは全くなくて、高いのか低いのかという判断はそ

れぞれであります。 

 それはさておき、私が町内の高齢の方から聞いたところでは、役場にはエレベーターがありま

すけれど、なかなかエレベーターの乗り方がわからないと。また、期日前投票をどこでやってい

るのかも、ちょっとわからないと。そういったようないろいろな意見も聞いたところです。 

 また、せっかく期日前投票に行っても、２階に上がらなければならないと。これはエレベータ

ーを使えばいいのでしょうけれど、先ほど言ったように、なかなかエレベーターの使い方に慣れ

ていないから、階段を歩いて２階まで上がっていくと言うのです。 

 その方は、１階に期日前投票所を設けてくれないかと。これはやはり高齢の方にとっては切実

な思いではないかと私も感じたところであります。この町で、高齢の方が元気で最後までしっか

りと自分の意見を表す場としたら、やはり投票をすることになります。なかなか送迎バスはでき

ないということもわかります。その辺を町の方でも鑑みていただきまして、普通車でも構わない

のではないのかなとも思っております。 

 また、国の制度では、出張投票ということも可能ということであります。平成２８年度より国

政選挙においては経費基準法改正で新設をされております。また、地方選挙では特別交付税措置

で、出張投票の２分の１の経費を見ていただけるということにもなっておりますので、できれば

そういうことも鑑みて、いろいろ策を練っていただいてというのがこれからの考えであろうかと

思います。 

 できる限り１階の方に期日前投票所を設置できないかというご意見がありましたので、私から
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の再質問といたします。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 ただいまの期日前投票所につきまして、２階から１階への変更を検討できないかというところ

でございます。 

 移動に当たっては、選挙管理委員会委員の意見も聞く必要があるかなという部分はございます。 

あとは場所の問題ですね。庁舎内ですと会議室が考えられるのですが、当然会議室としての利用

もありますので、どういった手法が可能なのか、場所はどこがいいのかというところも含めまし

て、検討の余地はあると思ってございます。 

 問題点といたしましては、期日前投票に配置する職員、立会人ですとか、投票管理者といった

部分の人員繰りというものが必要になってくると思います。可能な限り１階がいいということで

あれば、検討はできるかなと思ってございますが、選挙管理委員会での検討も含めまして、ご相

談させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ございますか。 

○５番（中川清美君） 

 ありません。 

○議 長（小松正年君） 

 では、２点目の質問をお願いいたします。 

○５番（中川清美君） 

 ２点目は町職員の副業ということで質問いたします。 

 地方公務員の副業については、２０１９年３月に働き方改革の推進によりまして解禁されてき

ています。解禁はされていますが、いろいろな制約の中での解禁となっております。 

 公務員以外の一般企業の会社員についても今はダブルワークが認められてきていまして、一定

のルールの上、本業に差し支えないことが大前提だと思われます。 

 さて、本町の町職員の状況を鑑みたときに、農家や商工業者などの繁忙期にアルバイト的な労

働を提供することに対する基準が規定されておりません。令和４年第３回定例会において折坂氏

の質問にもあり、今後制度化に向けて調査を進めるとのことでしたが、いまだ規定は作成されて

いません。町の各産業を直接体験できる貴重な機会になると思いますので、早急に副業規定を策

定されるよう提案したいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 
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 中川議員の２点目、町職員の副業についてのご質問にお答えいたします。 

 令和４年第３回定例会における一般質問への答弁以降も、職員の副業解禁の動きは道内でも増

えつつあると認識しております。 

 本町では、職員担当の総務課において情報収集を行い、基幹産業である農業を副業の対象業種

とする素案をまとめていたところでございますが、管理職や職員組合との協議に至っておらず、

副業規定が制定されていないのは議員のご指摘のとおりでございます。 

 職員の副業につきましては、議員のご質問のとおり本業に支障のない範囲というのが前提とさ

れておりますが、現下の職員体制を見ますと、退職者補充に伴う新規採用が計画どおりに進んで

いないことによる人員不足から、所管ごとの波はあるものの時間外勤務が増加傾向にあり、その

許可にあたっては慎重に行う必要があると考えています。 

 人手不足に対応するための労働力というよりは、町職員の地域産業への貢献との観点から有効

性があるという面では、議員と考えを同じくするところでございます。 

 素案の段階では、対象業種を農業に限定しておりましたが、商工業者を含めてのご提案でござ

いますので、再度内部協議を進め、合意形成を図った上で、できるだけ早い時期に制定に努めて

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 中川議員。 

○５番（中川清美君） 

 実際、職員の方を見ますと、仕事以上に趣味や特技といった、そういったすばらしいアイテム

を持っている方もたくさんおられます。そのような知識、技術というものもフルに生かしていた

だくためには、これまで手弁当で行っているわけですが、そういうことではなく、地元の商業、

農業に寄与できるものであれば、ここで町としての責任を持って規定を作っていただきたいと思

っております。答弁では、退職者補充に伴う新規採用が計画どおりに進んでいないことによる人

員不足から時間外勤務が増加傾向であって、なかなか慎重に行う必要があると言われております

が、これは残念ながら町の責任でありまして、できないという理由に当てはまらないのではない

かと考えます。 

 職員本人が、自分の仕事の内容を含めた上でほかの産業のお手伝いに行こうという気持ちがあ

るならば、そこは本人の意思を尊重してあげるべきではないかと私は思います。 

 職員がそういうところに出かけるときは、無償で手伝ったりしているのが現状です。そこは町

としても理解を示すべきではないかと思っているところであります。また、町の職員は机上の仕

事が多くなりますので、現場に行って触れることで、机上ではわからないこと、またいろいろな

職業への対応の仕方、そのような見識も深まるところでもありますので、ここは何としてでも早

急に対応していただきたいと考えます。 
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 また、浦臼町には地域おこし協力隊員もおられます。この方々もはじめての浦臼町での対応と

いうことでもありますので、やはりそういうところも考えると、率先して行きたいという隊員が

いるのであれば、規定を制定するべきだと私は思っております。 

 前回、折坂氏の質問が令和４年の第３回定例会ですから、もう２年以上たっています。まだこ

のような状況であれば、スピード感が遅いと言われても仕方がないのではないでしょうか。 

 再質問としまして、ぜひ新年度からこの規定をスタートさせていただきたいなということで、

町長の考えを聞きたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 時間が経過していることに対しましてはおわびを申し上げたいと思います。 

 職員の勤務以外のそのような町民との交流等につきましては、この町を支えていくという考え

を持っていただくためにも十分必要なことだと考えております。スピード感を持って進めていき

たいと思います。そのためには、新年度、来年の４月から運用できるように制度化していきたい

と思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ありますか。 

○５番（中川清美君） 

 ありません。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、３点目の質問をお願いいたします。 

○５番（中川清美君） 

 ３点目は道の駅構想についてであります。 

 道の駅つるぬまは平成１１年にオープンし、以降、本町の観光、農商業の発展に寄与していま

すが、開設から２５年が経過し、経年劣化によって運営に支障を来たしています。 

 特に、トイレにおける異臭や排水の詰まりなどは大きな問題であると思われます。 

 以前の道の駅構想には、建て替えという構想がありましたが、実施には至らなかったという経

緯があります。しかし、道の駅は本町の産業において必要なものと考えます。 

 先に開催されました町の懇談会において、令和７年基本設計、令和８年実施設計、令和９年オ

ープンとのことでありまして、計画どおり進められることを期待するものであります。 

 そこで、どのような建物が想定されるのか注目するところですが、私もいろいろな町民の方と

話をしてきました。 

 新しい道の駅のコンセプトとして、一つの建物に収めるのではなく、それぞれの機能をコンパ

クトな形にすることが望ましいという声が多く聞かれています。 



 

－ 27 －

 内容といたしましては、浦臼町の特色を持った独特なものがよいのではないかということで、

鶴沼にある石づくりの建物を解体、移設して、そこに設置してはどうかと。 

 ２番目としては、現在のトイレの建物は残し、中を改築して、坂本龍馬の記念館とか、または

等身大の銅像の設置もいいのではないかと。 

 ３番目は、現在のトイレは記念館を設置することによって使えないので、トイレは新しい建物

とし、敷地内のどちらかの端に設置すると。 

 ４番目としましては、すべてを龍馬にちなんだ建物とし、江戸時代風の建物にしてみてはどう

か。 

以上、町民と話した意見でありますが、これを踏まえて町長の考えをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 ３点目の道の駅構想についてのご質問にお答えいたします。 

 １１月のまちづくり懇談会で道の駅・温泉整備計画（案）の基本方針として、次の３点を説明

させていただきました。 

 一つ目といたしまして、浦臼町の農業と観光振興の拠点として位置づけ、町民と来訪者の交流

の場、本町の魅力を知ってもらう交流人口、関係人口創出の場とする。 

 二つ目といたしまして、道の駅と温泉、さらに隣接する鶴沼公園が一体的な施設となって、目

的地として来場いただき、周遊利用してもらえる施設とすること。 

 ３点目といたしまして、道の駅に対する評価は、食が大きな部分を占めており、本町の魅力あ

る農産物や加工品を中心に販売、提供する。 

 以上、３点の基本方針を基に、現行出店者や関係者の皆さんと詳細について協議を進めている

ところでございます。 

 今回、主に建物の配置や活用方法について４件のご提案をいただきましたが、町民の皆さんが

この事業に関心を持ち、より良い施設になるよう議論いただけることは大変ありがたいと感じて

おります。現在の協議段階が進んだ後には広く皆さんにお集まりいただき、ご意見をいただく場

を設けたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 中川議員。 

○５番（中川清美君） 

 再質問でありますが、道の駅のいろいろな内容は聞いたところであります。私の聞いていると



 

－ 28 －

ころによりますと、旧道の駅ですよね、それは建てた年数もちょっと古いということでありまし

て、解体の方向で検討しているということでもあります。 

 旧道の駅については、私は、建てたものを解体するというのは本当に簡単なのですけれども、

もっと有効利用はできないかと考えているところでもあります。効果的な継続運営を望むところ

でもあります。 

夏場は野菜の販売等で常時使われているところであります。その後野菜関係がなくなるわけで

ありまして、そうしたら閉鎖しているような状況でもあります。そこは年間を通して開けていた

だけるのが、やはり活性化にもつながるのかなと思っております。野菜の販売が終わった後はそ

こで加工場の乾燥野菜やべじらいぶなどが。今、若手で結構頑張っている方がおられます。そう

いうところを拠点として、農繁期以外の農閑期に利用しながら活動できないかと。 

 また、浦臼町の手打ちそば友の会も盛んに行われておりまして、そこでの利用も考えられるの

ではないかなと。そこで活動することによって、浦臼町の産業が見える場として、機能が十分に

果たせるのではないかと思っています。 

 道の駅にたくさんのお客さんが来るわけですから、ただトイレに寄って帰るということではな

く、そのようなところがあれば、見て、歩いて、そして浦臼町の産業が見える場としての機能を

持たせたら良いのではないかと考えております。それがまず１点です。 

 また、建物を解体し、そしてまた新築するということは、大きな予算がかかってくると思われ

ます。これから、多世代交流施設えみるの返済もありますし町立診療所の返済もあります。そし

て、また道の駅ということになったら、大変な経費がかかってきます。住民懇談会では、身の丈

に合った予算でやっていただきたいという、そのような町民の意見があったことは私も聞いてい

るところであります。 

 以前の道の駅では、一つの建物を建てて、その中の各ブースにそれぞれの業者が入るというこ

とでした。そこは既存の建物を利用しながらそこのブースに各出店者が入って、そこで活動する

という、そういった結構特色を持った道の駅のつくりになるのではないかなと。 

 ほかの町の道の駅を見ましても、一つの箱を建てて入っていますが、先ほど言ったように町民

の方の意見によると、各トイレの建物は残して、そこをまた新たな展示場にしたり、石づくりの

建物を移設してそこでまた違う方が運営をするということで、あるものを有効利用しながらやっ

ていったら良いのではないかと。その辺も頭に入れながら考えることができないのか、２点、質

問したいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 ２点のご質問だとは思いますけれど、既存の建物を生かすということでは共通していると思い

ます。 
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 お話の中でもありました、旧ガーデンにつきましては昭和５７年に開業しましたので、木造で

四十数年経過しているという状況にあります。お聞きになっているかと思いますけれど、雨漏り

ですとか、壁の剥離ですとか、さまざまな障害が起きておりまして、一度は使用を中止した経過

がございます。新たな施設ができるまでの間ということで、今、使用しているところではござい

ます。 

 基本的な考え方として、あるものを使うというのは当然私たちも考えていかなければならない

ところではあります。いずれにいたしましても、もうどれもこれも年数的には経過しているとい 

うのが現状です。身の丈というのがどこまでを言うのかは、それぞれご判断が分かれるところで、 

今のところ私たちにとっての身の丈の範囲内で更新できるものは更新するという考え方で進めさ

せていただきます。利用ができる、できないは、当然、経費をかければそれなりの改修はでき、

利用できないものはないということにはなります。どこまでを使って、どこまでを新しくするか

というのは、これからの話し合いも含めて、今のお話も参考にさせていただいて進めさせていた

だきたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ございますか。 

 中川議員。 

○５番（中川清美君） 

 今の答弁に雨漏りがするという内容もありました。基本的に屋根をふき替えればまだ４０年間

持つということであります。やはり、ちょっと考えたらわかるのではないかと、壊してしまえば

終わりだと。我々町民からするともったいないなと、直したらまだ使えるというような感覚が強

くありますので、その辺も考えていただきたいなと思っております。 

 さて、町長の同級生でありました札幌市立大学の西川教授、浦臼町内を３年かけて、浦臼町の

ために何ができるのかというところをいろいろ調べて、立派な成果品を我々にいただいたところ

でもあります。 

 その中で、西川教授もやはり浦臼町における石づくりの倉庫は一番の魅力ではないかなという

捉え方をしていました。そこで、この意見を利用していただき、その石づくりの建物を残してい

ただきたいと考えているところであります。 

 今までは、道の駅はこういうものですよと、我々に図面を提示していただいていたところです。 

やはり今回、出店者と道の駅運営協議会とそのような方々と情報を密にして、こういう建物です

よという図面、それを３パターンぐらい用意しながら、どれが使いやすいのか、どれがいいのか

と、そのような具体例を示しながら協議できないかと考えています。 

 以前の道の駅構想は否決されたところであります。その構想の中には出店者の協議等、全くな

かったのですね。町の方で、建物を建てて、これでやってくださいという、古いパターンのやり

方だったのではないかと考えて、私もそこはなかなか理解できなかったところであります。 

 ですから、今回はその経過を踏まえて、いろいろなパターンを作って、出店者や道の駅運営協
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議会との協議を重ねてから道の駅を作っていただきたいなということです。パターンを提示した

りと中に踏み込んで、出店者との協議を行い作り上げていただきたいと思っております。 

 このことについて再々質問とさせていただきます。 

○議 長（小松正年君） 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 後半部分について、十分な資料を提供した上で協議を詰めていってほしいということで、当然

そういうことだと思っております。 

 それが今現在できていないのは、これまでは１度目、２度目も含めまして、コンサルの力を借

りて、コンセプトですとか、基本的な図面を取りあえず作っていただいて、それを示した中でご

意見をということで進めていました。 

 過去２度、それがうまく進まなかったということもあります。今回につきましては、まずは役 

場と町民の方でお話をさせていただいて、提案や意見を吸収した上で絵につなげていこうという、 

これまでとは逆の流れで進めております。仮の絵は示していますが、あくまでも仮の絵でしかあ

りません。その絵を見ながら皆さんの考えをいただき、来年度の基本設計ではじめて形にしてい

くという流れになっております。議員がおっしゃるような形ではないということをご理解いただ

きまして、まずは意見をお伺いさせていただきたいと考えています。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、ここで暫時休憩とします。 

 再開時間を午後１時３０分といたします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午後 １時３０分 

 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 一般質問、発言順位５番、柴田典男議員。 

 柴田議員。 

○７番（柴田典男君） 

 町長、教育長にそれぞれ１点ずつ質問いたします。 

 まず町長に、新型コロナワクチンの定期接種についてであります。 

 新型コロナウイルスの感染によって重症化しやすい６５歳以上の方と基礎疾患を有する方を対

象に、１０月から定期接種が実施されています。今年度はオミクロン株ＪＮ．１系統に対応した

１価ワクチンだそうです。 

 国は、接種費用のうち８，３００円を助成するとしており、自己負担額は７，０００円程度を
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標準としています。低所得者については接種費用を無料とするため、その接種費用の３割を普通

交付税措置することとしています。なお、浦臼町民が医療機関に支払う自己負担額は２，８００

円となっています。 

 昨年５月に新型コロナウイルス感染症が５類へ移行し、インフルエンザと同等の扱いになった

とはいえ、感染による影響力はインフルエンザ以上のものがあると思います。 

 さて、本町では診療所医師の意思により、ワクチン接種を受けられない状況ですが、町広報と

一緒に配布されたチラシで、浦臼町立診療所では新型コロナウイルスワクチン接種はできません

と知らせただけのように思います。 

 行政は、町民の安全・安心のために医療機関と接種委託契約を結び、国に対して接種数の調査、 

見込み、実績を報告する責任があると思います。町民からの希望があり、需要があるとすれば、

それに応える必要があります。 

 そこで、次の４点について質問します。 

 現在のコロナの感染状況はどのぐらいでしょうか。 

 二つ目として、本町における過去７回のワクチンの接種率はどのぐらいでしょうか。 

 ３番目として、診療所がワクチン接種を行わないのは町の方針とするのか伺います。 

 ４番目として、接種を希望する方への対応をどうするのかお伺いしたいと思います。 

 お願いします。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 柴田議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の現在の感染状況についてですが、令和５年５月８日に５類に移行したため、感染状況

は全数把握対象疾患ではなく、定点把握対象疾患になりました。そのため、北海道感染症情報セ

ンターの情報によると、滝川保健所管内は第４７週、１１月１８日から２４日になりますが、１

定点医療機関当たり９．１７人で、第４６週の７．３３人に比べ増加しております。全国での感

染状況は１．８１人、北海道は５．５０人となってございます。 

 ２点目の本町における過去７回全て接種を受けた方は、対象者１，６１６人中４６８人で、接

種率は２９％でございます。 

 ３点目の診療所がワクチン接種を行わないのは町の方針とするのかというご質問につきまして

は、新型コロナワクチンの研究が進む中でも、ｍＲＮＡワクチンは将来的に人の免疫機能に悪影

響を与える可能性が高いため、接種すべきではないと考えている町立診療所医師の判断を尊重す

ることといたしました。町と指定管理者それぞれの立場から協議を行いましたが、医師としての

信条に基づく決定であり、翻意は困難と判断したところでございます。結果として、ワクチン接

種の未実施を容認し、既に町民に周知しておりますので、町の方針ということになります。 
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 ４点目の接種を希望する方への対応につきましては、接種可能な医療機関に関する情報を随時

広報やホームページで周知してまいります。 

 また、かかりつけ医の有無など、一人一人背景が異なりますので、担当で丁寧に聞き取り、現

時点で確約はできませんが、希望者が交通事情から接種を諦めることのないよう送迎も含めて医

療機関と調整・検討し、対応してまいります。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 柴田議員。 

○７番（柴田典男君） 

 現在、コロナが大変流行しているということで、答弁の中でも定点観測の数字なものですから、 

一体どれだけの流行になっているのかというところは非常にわかりづらいところがあります。 

 私も調べてみました。第４７週は、答弁によると１定点医療機関当たり滝川保健所管内で９．

１７人です。先日の新聞に第４８週が出ていましたが、滝川保健所管内は９．６７人です。空知 

管内は深川保健所管内が大変多くて、１定点当たりで１５．６７人と先週から５人増えています。 

全道では７．６４人、その前の週から２．１４人増えているということです。ではこれが一体ど

れだけの流行の数か、空知管内にいくつ定点医療機関があるのか、ちょっと私も存じませんので

わからないのですけれど、日本中で５，０００の定点医療機関があると思いますので、全国の場

合はわかるのですね。全国はおよそ１．９人前後ですから、これ５，０００定点ですので、掛け

るとおよそ９，０００人ちょっとの数字になります。これが１週間のコロナ発生者の数としてい

くと、結構な人数に流行しているのがわかります。今、コロナに対する報道があまりないもので

すから。ただ実際にはそれぞれの保健所管内で増えていると。 

 昨年も１１月中ごろから感染者が増えて、年明けがピークだったという報道もありました。今

のコロナの変異株というのですか、報道によるとオミクロン株の変異株ＸＥＣで、今まで主流で

あったＫＰ３よりも感染しやすい変異株になっていると。 

 では、一体浦臼町内でどれぐらいの人数の方が接種したのですかということで今回の質問なの

ですけれど、７回全て打った方が２９％という数字を今示されました。およそ町民の３．５人に

１人はワクチンを全部打ったよということになります。それだけ需要はあったと。私もこの対象

者の１人になりますが、もしそのワクチン接種をしますよということになるのであれば、ぜひ希

望を出したいという中の１人になります。 

町民の３．５人に１人は７回打っている方がいます。需要があるということを見据えたときに、 

うちの町は個人病院ではなくて町立診療所だと思うのですよね。指定管理ということになれば、

町はある程度、医療機関とはもっと綿密に組んでは。これは国の事業ですから、答弁の中に町の

方針として打たないとありましたが、どうなのかなというのが私には疑問として残る点ではあり

ます。 
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今の医師になって、今年ですか、経営的に赤字部分が出るということで、当初１，５００万円

の補正を組みましたが、先日１，８００万円追加補正をしました。今年度、総額で３，３００万

円の医療機関に対する補助を町としては行っているわけですよね。 

今回、町立診療所の建て替えがあるということで、その設計図の中のいろいろな備品等々に関

して、町は医療関係者の要望を１００％とは言いませんが、ほぼ聞いた中で設計されているよう

に思います。これだけ町として応援しています。 

 ですが、国の事業である定期接種のワクチンを町として打たないのですというのは、どうも矛

盾を感じるのです。経営的なことはよくわからないので申しませんけれど、これだけ多額の補助

を出しているということになれば、お互い持ちつ持たれつとは言いませんが、本意はそうではな

いけれど、ワクチン接種の希望をする高齢者がいるのであれば、理解してもらって、打てないも

のかなというのが私の希望であります。 

 答弁の中にもあるのですが、悪影響を与える不安があると。できれば簡単にでもいいのですけ 

れど、どのようなワクチンによる悪影響があるのかお聞きしたいと思うのですが、どうでしょう。 

○議 長（小松正年君） 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 再質問にお答えいたします。 

 議員がおっしゃられることはそのとおりだと思っており、私もそのように思っております。そ

ういう考え方を持って医師と何度もお話し合いをしたところですが、医師の信条といいますか、 

医師としての矜持といいますか、そのようなことからの医師の判断ということでございますので、 

今おっしゃられたようなことが医師の考え方を変える根拠にはならないと、私たちは話し合いの

中で受け取りました。 

 本当に町民に対しましては申し訳ないところはございます。しかし、医師は本当に信念を変え

てまでやる気はないという強い考え方を示されており、町立診療所での実施は困難と私たちは判

断いたしました。 

 最後に申し上げましたけれど、その代わりと言っては何ですが、町外の対応可能な、まだ確定

はしておりませんけれど、医師と連携をとりながら希望者には対応していきたいと考えていると

ころです。 

 影響につきましては、担当者からお話しいたします。 

○議 長（小松正年君） 

 齊藤課長。 

〇福祉課長（齊藤淑恵君） 

 柴田議員の質問にお答えいたします。 

 専門的な用語がたくさん並んでしまうかもしれませんが、よろしいでしょうか。 

 今回先生がおっしゃっていた免疫機能の悪影響という部分なのですが、論文で出されたという 
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部分に関しましては、新型コロナウイルスワクチン自体がｍＲＮＡワクチンであるということで、 

それを頻回に繰り返すことにより、免疫をつかさどっている部分のＩｇＧ４というものが高くな

ることで、その抗体の依存性が、細胞に悪さをするということが阻害される。本来は体を守らな

いといけない物質が、逆にそれを守らないということになる。そういうことが起こるということ

で、ＩｇＧ４が高くなることによって、脾臓に悪さをするとか、がんが発症するとか、心筋炎に

なるとか、そういうような病名がいろいろな形で報告されているということを診療所医師から伺

いました。よろしいでしょうか。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 柴田議員。 

○７番（柴田典男君） 

 医療的なことはよくわからないので。ただ人間が持っている抗体に対して影響を及ぼすという

ことなのですが、それはどこかの医療論文で発表されたことがあるということなのかもしれませ

ん。 

 今回のワクチン、５種類ありますよね。それで、そのｍＲＮＡワクチンを使っているのはファ

イザー社、モデルナ社、第一三共社、ファルマ社で、もう１社、組替えタンパクワクチンという

新しいワクチンを武田薬品工業社が出している。今の理屈でいくと、この４社が出しているワク

チンについては影響ありますよということです。武田薬品については、全く違うワクチンのよう

で、この薬品については町が医療機関と基本契約を結んで、そしてその医療機関それぞれがこの

ワクチンを選ぶということはあると思うのです。 

 これは厚労省のホームページから出した今回の定期接種に関する書類から引っ張ってきたもの 

ですが、それぞれのワクチンを打ったことによる副反応の発症割合を全部厚労省は公表している

のですね。例えば、５０％以上で痛みがある、１から１０％は赤みが出ますと、それぞれ公にし

ています。先ほどの影響の説明に関する論文発表について、厚労省はわかっていても控えている

のか、そこら辺はわかりませんが、ただ心配なのは、やはりコロナによって亡くなっている方で

す。今、報道の中で公表されていませんが、昨年の５月に５類に変わってからの１年間でコロナ

によって亡くなった方は、全国で３万２，５７６人。同じ５類にはインフルエンザもあるのです

が、インフルエンザによって１年間で亡くなった方は２，２４４人と、およそ１５倍の方がコロ

ナによって亡くなっているのですね。 

 これを多いと見るかどうかは、それぞれの判断だろうと思いますが、やはりこれだけの方が亡

くなっている数字を見ますと、これは交通事故よりも完全に多い数字ですので、報道の方も国民

に知らせる義務はあると思います。やはりこれだけ重症化している方がいらっしゃると。 

 ワクチンを打って死亡された方もいます。ワクチンを打って亡くなった場合に、予防接種健康

被害救済制度というのがあって、国がその方に対して救済金を出すという制度です。認定された
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方は５１人と聞いています。ワクチンを打ち始めてから、この救済制度で亡くなった方が、亡く 

なったのかはっきりはわかりませんけれど、認定された方が５１名、これだけワクチンを打って。 

 ところが、昨年、５類になってからの１年間で、既に３万２，０００人以上の方が亡くなって

いるということを考えたときに、そのリスクを、医師はどちらを選ぶのですかと私なら聞きたい

ですよね。 

 実際に私の身近なところで、昨年コロナになって、コロナの後遺症でもう１年以上になる方が

います。近隣の病院に行ってもなかなか特効薬がないものですから、今、札幌市へ一月に１回通

っているという方もいらっしゃる。持病もあるのかもしれませんが、散歩をしていても息が苦し

くなるというような症状が出てくると言います。原因がよくわからない。外国製の何だかわから

ない薬を、１日これだけ飲みなさいとしか処方されていない。本当に痩せてしまって、大丈夫か

なと。後遺症がそのようなことになっているのを見ると、そのようなリスクを考えたとき、やは

りコロナを甘く見てはいけないと思うのです。 

 確かに、町の方針として、中空知管内のそれぞれ医療機関と提携を結んでいるようです。ただ

町民の方は、私はワクチンを打ちたいけれど、浦臼では打ってくれないから、どこかの病院に行

かなければいけない。果たして、積極的に高齢者の方々が自分で病院に電話をして、私はワクチ

ンを打ちたいですとやるでしょうかというところがあります。 

 その辺のサポートを町としてもしていきますということが答弁でもあったのですが、具体的に

はこれからどのようなサポートを考えているのでしょうか。 

 この定期接種は、これから毎年やるはずです。インフルエンザと似たようなものですからね。

今回は１０月から３月までの定期接種なので、また来年もあると思うのですよ。そのたびに町が

各医療機関と提携を結ばなければいけないということもなかなか面倒なことだと思うのですよ。 

 今回、地元の医師がワクチンを打ってくれないというのであれば、どのようにその医療機関で

ワクチンを打つための具体的なサポートを住民に周知する、あるいはどのようにやっていくのか

答弁をお願いします。 

○議 長（小松正年君） 

 齊藤課長。 

〇福祉課長（齊藤淑恵君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 昨日現在、事務の方に請求が上がってきている接種された人の数が２８名でございます。その 

内、かかりつけ医療機関に行っているであろうと思われる方が１０名です。それ以外は福祉課に、 

チラシを出す前に、一体どこで打てるの、いくらなのというような質問に来られた方が、６名か

７名いらっしゃったように記憶しています。それらの方にはチラシを出す予定になっていました

ので、そのチラシにある医療機関をご説明しました。こことここと、という形でご紹介をして、

この中にかかりつけあるいは行ったことがある医療機関はございますかという話をした上で、あ

るというお答えがあれば、では、そちらの医師の方がほかのところよりはあなたの体のことをわ
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かっていると思いますので、そちらに行かれるというのはどうでしょうかとお話をしました。そ

の上で、どのような方法で行かれますかということもお話をしました。 

 ワクチンに関しましては、その医療機関がどこのワクチンを仕入れているかというところまで

は町ではわからないので、ワクチンの種類が気になるのであれば、接種の日にちを決めるとき、

申し込みのときに自分で聞いてくださいという対応をしています。 

 今回のホームページの更新に当たっては、接種をしていただけるという病院が増えてきていま

す。というのは、実際の相談でこの表に自分のかかりつけが載っていない、例えば透析をされて

いる方は載っていないということだったので、その透析病院と交渉いたしまして、契約を後から

結んで接種することになった病院が数件ございます。そのような形で、かかりつけで表に載って

いない医療機関につきましては、後から委託契約という形をとらせていただく場合もございま

す。そのように係では説明している状況ですので、これからも同じような形になろうかと。それ 

で、医療機関が増えています。美唄市ですとか、一番遠いところで三笠市だったように思います。 

それで、その医療機関への送迎という話が出た場合については、答弁にもありましたけれども、

その方の家族背景だとか生活背景だとかも踏まえた上で、それで送迎がふさわしいのかどうかも 

考えています。全員を送迎するというのはきっと難しいのではないかと係では言っていましたが、 

１人で行くのが困難な方に関しては、そこは検討しなければと考えているところです。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、２番目の質問をお願いいたします。 

○７番（柴田典男君） 

 それでは、教育長に海洋センターの利用料及び利用状況について質問いたします。 

 海洋センター及びふるさと運動公園は、町民にとって貴重な運動施設であり、剣道少年団をは

じめとして、年間を通して多くの町民が利用しているものと思われます。 

 歌志内市、上砂川町、奈井江町とは広域の連携施設としても活用されています。 

 今回その内容の確認も含めて、３点の質問をさせていただきます。 

 一つ目として、海洋センターの現在の利用状況はどうでしょうか。 

 二つ目として、利用料の内容はどうでしょうか。 

 ３番目として、キャンセル料は発生するのか。以上、３点伺います。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

河本教育長。 

〇教育長（河本浩昭君） 

 柴田議員のご質問にお答えをいたします。 

 １点目の海洋センターの利用状況につきましては、令和４年度の利用者数で延べ８，３３０人 

となっており、そのうち体育館４，４６３人、第２体育館２，７４６人となっております。また、 
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広域連携施設としての３市町の利用者は７３４人となっております。令和５年度につきましては

延べ８，２０７人で、そのうち体育館３，４０６人、第２体育館３，５１６人、広域連携では 

１６４人となっております。また、令和６年度１０月末時点では延べ６，５１９人、そのうち体

育館で３，１８０人、第２体育館２，６９２人となっております。 

２点目の利用料の内容につきましては、まず個人使用料は体育館及び第２体育館ともに、午前、 

午後、夜間の各使用時間の区分ごとに１回１００円としており、中学生以下は無料としておりま

す。また、専用使用料は、体育館半面使用で１時間１，０００円、全面使用で１時間２，０００

円としており、第２体育館は１時間１，０００円としております。また、町外から来られた方の

利用につきましては、それぞれ２倍の使用料としております。 

なお、詳細につきましては別紙資料を添付いたしております。 

３点目のキャンセル料につきましては、現在、設定はしてございません。 

以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 柴田議員。 

○７番（柴田典男君） 

 大変多くの方が利用されているということでうれしい限りだと思います。 

 今回私がこの質問を起こすきっかけになったのは、浦臼町の中学生でソフトテニスをやられて

いて、昨年、全国大会まで行く実力を持って、中学生になったお子さんです。 

 そのお子さんはソフトテニスなものですから、浦臼中学校に部活動がないということで、どこ 

か練習場所を確保しなければいけない。ところが、浦臼中学校の部活動は卓球とバレーに限られ、 

その子はソフトテニスなので、いかんせんとにかく練習する場所がないのです。 

 保護者の方と海洋センターを利用しましょうということになると、ソフトテニスは半分を仕切

るぐらいのネットを張らなければいけない。今までは、ほかの利用者に迷惑をかけてもいけない

ので、全面使用料を払って海洋センターを使っていたということです。ですから、全面使用１時 

間２，０００円、暖房料１，０００円かな。だから１時間３，０００円かかるということですね。 

 今その子は中学生になって、夏場は滝川市内の高校まで通って、高校生と一緒に練習していた

のですが、通わなければいけないものですから、冬場になるとやはりどうしても地元で練習をし

たい。それで海洋センターを利用しているのです。本来中学生は使用料がかからないのですが、

ネットを張って利用するということで、全面使用にすると１時間３，０００円かかってしまう。

例えば、２時間練習したら６，０００円ということになる。親御さんの負担も結構大変な金額に

なるということを聞き、何とか応援できないものかなということで、今回、海洋センターの実情

を聞いたところです。 

もう１点、キャンセル料を質問に入れた理由は、近隣のこういう体育館のような施設でキャン

セル料を取っていないのは、うちの町だけとは言いませんけれど、結構ほかはあるそうです。だ
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から、キャンセル料が発生しないものだから、とにかく土日を優先して予約してしまうのです。

でも、急きょ練習しないとなっても、キャンセル料がないので、行けませんと言ったら終わって

しまう。そういうことがあると聞いたものですから、それはまずいだろうと。 

そうしたら、例えば土曜日、日曜日全部優先して予約を入れてあって、そこで、私たち利用し

たいのですと言っても、予約されているので断らなければいけない。でも、その日になってみた

ら誰も使用していなかったということが実際にあったという話も聞きました。であるならば、キ

ャンセル料がかかる施設にした方がいいのではないかというのが今回の質問です。 

２点、ちょっと再質問させていただきます。 

そういうことがあるので、キャンセル料は取っていないという答弁ですが、将来、キャンセル

料を考えていきますという考えはないのかというのが再質問の１点目。 

 もう１点、基本的に中学生は使用料がかからない。それで、例えば、誰も使っていないような

時間帯があったとして、その子がソフトテニスの練習をするのであれば半分にネットを張らなけ

ればいけないのですが、中学生は使用料がかからないので、全面使用にしないで、中学生の無料

の中でできないものかなということでお願いします。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 横井事務局長。 

○教育委員会事務局長（横井正樹君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず、キャンセル料につきましては、近隣の公共施設でキャンセル料を設定しているところが

あるのか、ちょっと私の方では把握しておりませんので、近隣を確認してということになります

が、Ｂ＆Ｇ海洋センターだけのキャンセル料の設定ということにはならないのかなと思いますの

で、使用料を受け取るような施設についてはキャンセル料をそれぞれ設定するということであれ

ば、海洋センターもそれに準じて設定することになろうかと思います。 

 ただし、そのときにキャンセル料を誰がどのようにして受け取りに行くのかというところも含

めまして、キャンセル料を設定するということは必ず受け取らなければいけないというか、徴収

しなければいけませんので、その点についても今後検討の中には必要になってくるかなと思って

おります。今言ったように海洋センターだけということにはならないのかなと思っております。 

 続きまして、体育館の利用の方法についてなのですが、議員おっしゃられる全面使用というの

は、全面使用と専用使用というのはちょっと違いまして、全面を使っていただくことについては

中学生無料というのは変わりません。ただ、１時間をその団体だけで専用的に使わせてほしいと

いうときに、専用の利用料として全面であれば２，０００円、半面であれば１，０００円いただ

いているということでありますので、もし仮にネットを張って、体育館全面を使っていたとして

も、ほかの団体が入ってきたときにそことうまく調整していただいて、利用可能であれば、全面

を使っていても中学生以下であれば無料としていますので、専用の使用でなければ中学生以下は
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無料として使っていただいております。そのことについては各方面、いろいろなところで周知さ

せていただいておりまして、ほかの団体の方も全面を使っていても専用使用ではなくて、ほかの

団体が来たときには譲り合いながら利用するということで全面を使っている団体もございます。

その点につきましても中学生以下は無料として使っていただけると思いますので、今後もそのよ

うな対応で進めさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ございますか。 

 柴田議員。 

○７番（柴田典男君） 

 通告以外の部分も触れたりするものですから、そこの部分については答弁もらわなくていいよ

うにしますけれど、一応再々質問だけさせていただきます。 

 要は、全面だけれど専用ではないということで使用すればいいよということは、そちらの方へ

言って構わないということですので、そういうことを周知させていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 私、以前教育長に中学校の部活動の関係で質問したことがあります。将来、学生・生徒が減っ

ていったときに、広域の中でスポーツを振興していこうという動きが今あるので、これから町は

どうやって対応していくかという質問をしたことがあります。そのときには、これからのことで

他町村と協議しながら進めていきたいという答弁をもらったのですね。 

 今、先ほどソフトテニスの話をしたのですけれど、現実が今そういう状況になっていますとい

うことなのです。結局、中学校で部活動を２種類に絞っているものですから、そのほかにスポー

ツをやりたいといっても、結局環境的な問題が今回出てきているわけです。こうやって１人だけ

でやっているものですから、逆に言えば個性だと思うのです。集団の中、全員でやらなければだ

めだよというものもそれはあろうかと思うのですが、こういった個性の中で自分で伸び伸びやっ

ているような子供たちを育てていく環境が、浦臼町にはあるよというところを先見的に見せてほ

しいなと思ったりもしています。 

 今回その子は中空知の大会に行って２位でした。新人戦ですね。１１月のはじめごろに全空の

大会あったのですけれど、２位でした。そこで３位まで全道大会に行けるので、今度、全道大会

もあるのです。来年の１月４日かな。結局、部活動としてはないけれど、今回なぜ出られたのか

というと、ある先生が顧問という形を取って新人戦に限って出られた。では、この子、新人戦終

わっちゃうともう大会がないのです。部活動がないので。 

 では、それでいいのかなというのが、これも本当は通告に入れておけばよかったのですけれ

ど、通告しなかったものでね。ただ教育長にはちょっとその辺、日頃の認識の中に入れておいて

ほしいなということです。 

 結局、奈井江町の部活動は、情報によるとソフトテニスだけなのですよ。ほかの部活動はない
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らしいのですね。滝川市に行くと、中学校２校だけソフトテニスやっている中学校があります。

それで、今浦臼町がやっているその子はどの子と練習しているかというと、滝川市の中学生と一

緒に海洋センターで練習しているのですね。 

せっかくそういう大会、１月の全道大会に行くのですけれど、引率なしで、親子で全道大会に

行くだけ。認可されていないから仕方がない。だけど、その大会だけは、結局、中空知で勝って

きたので全道に行けるのだけれど、引率者がない中で行くようです。 

 だから、町としていろんなことを応援していく中に、そういう個性的なことで悩んでいるお子

さんがいるということも知ってほしいと思うのです。それで、どのように町としても応援してい

くのか、特別扱いはできないということはわかりますけれども、そんな子供もいるということを

今後協議していっていただけたらいいなと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 次に、発言順位６番、髙田英利議員。 

 髙田議員。 

〇３番（髙田英利君） 

 それでは、町長に２点、教育長に１点、計３点の質問をいたします。 

 はじめに、町長に、浦臼町のカスハラ対策ということで質問いたします。 

近年、カスタマーハラスメントの話題がキーワードとして取り上げられています。企業では既

に取り組みが始まっていますが、自治体では一部の市が条例の制定など取り組みを始めているよ

うです。調べによりますと、公務員の半数近くがカスハラを経験、職場でカスハラを受けている

人を見たというケースを含めると４分の３の職場でカスハラが発生している状況にあるとしてい

ます。 

 一口にカスハラといっても、強い抗議や主張との線引きが難しい場面はありますが、職務や職

員の体調に影響がある場合などは対応を取らなければならないと思われます。 

 今後のカスハラ対応についてどのように考えるのかお伺いします。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 髙田議員の１点目、本町のカスハラ対策についてのご質問にお答えいたします。 

 カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラにつきましては、顧客や取引先等からの暴力的・

侮辱的な方法による過度な要求や嫌がらせなどといった迷惑行為が増え、社会問題化していま

す。 

 公務員など行政機関においても例外ではなく、近年、自治体においてもカスハラ対応マニュア

ルを作成する動きが広まりつつあると認識しており、最近では定例道議会においてもカスタマー

ハラスメント防止条例が議員提案により全会一致で可決・成立したことは記憶に新しいところで
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す。 

 議員ご指摘のとおり、強い口調による苦情の申し出や主張との区別が難しい一方で、職員は全

体の奉仕者として住民に対応しなければならない責務があるものの、現状では法的拘束力がない

など、その実効性に懸念があることも事実であります。 

 しかしながら、町としてカスハラ行為から職員を保護する責任があること、条例やマニュアル

等を制定し明示することにより、一定程度の抑止力につながることなどを鑑みますと、有効性が

あるものと考えております。 

 本町においては、主に町民対応の面で生ずる可能性がございますが、表面化する事態はごく少

数であるものと認識しております。 

 本来、ハラスメント行為のない町が望ましいわけではございますが、実態の全てを把握できて

いるとも限らないことから、職員の実体験や意見を踏まえ、その必要性について今後判断するこ

とといたします。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 髙田議員。 

〇３番（髙田英利君） 

 一口にカスハラといってもいろんな場面があるということは、町長のお話にもあるように、私

も認識しているところでございます。 

 厚労省の通達によりますと、顧客からのクレームなどの言動のうち、手段、対応が社会通念上

不当なものという扱いの中で規範に反するものがカスハラという扱いということで定義をされて

おります。 

 具体的に、例えば、身体的、精神的な攻撃だとか、威圧的な言動、土下座の要求、あるいは繰

り返されるしつこい言動だとか、あるいは差別的や性的な言動、あるいは金銭の要求などいろい

ろあるとされております。 

 先ほど、町長の答弁の中にもありました、１１月の道の定例会の中でカスハラ防止条例が全会

一致で可決したということで報告をされております。全国の自治体の中でも東京都に次いで北海

道が２番目に制定されたという報告もされております。 

 中身については罰則のない条例ということのようですし、道や市町村の関係者がその対策に協

議会を置いて考えてくださいという内容のようですので、具体的な拘束力は、道の条例にはない

という認識をしています。 

 町長の答弁の中で、ごく少数ではあるという認識の中でお答えをしていただいております。差

し障りのない範囲でありますが、カスハラとして何件程度の認識があったのでしょうか。それと

現在カスハラととれるような事例が何件あって、そのような事例の中で暴言だとか、あるいは嫌

がらせ等の中身がどの程度あったのか、差し障りのない範囲でお答えいただけるのであれば、よ
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ろしくお願いいたします。 

○議 長（小松正年君） 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 お答えしたいと思いますけれど、今までの説明にもありましたように、どこからどこまでがカ

スハラで、それ以外は違うのかというところが、本当に線引きの難しいところであります。今現

在、私たちの町にはガイドライン的なものはございません。正確にこれがカスハラであったとか

ということは、この場では差し控えさせていただきたいと思います。 

 やはりこれは、人と人との関係の中で発生するものでございます。そういうお話を受けたとき

に、こちら側、相手側双方ですけれど、どう受け止めたかという部分が大きなポイントになって

きます。そのあたりの線引き等も含めて、今後検討させていただきたいと思います。 

 このような答弁でお許しください。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ございますか。 

 髙田議員。 

〇３番（髙田英利君） 

 なかなか言いにくい部分があろうということも重々認識しているところです。 

 既に始めているところをちょっと調べてみますと、具体的なカスハラ行為があった方の名前を

実際に公表するという条例を作っている町も、京都市だったかな、あるようです。 

 あるいはもっと大きな町になるのでしょうか、ネームプレートをフルネームではなく名字だけ

にするとか、あるいは平仮名表記だけにして、職員の個人の特定をしにくくしているという町も

実際にあるようです。調べてみますと、札幌市などは会話の録音だとか、あるいは電話の内容も

録音しますということを一部では進めているという取り組みもあるようです。 

 私も、先ほど上げた名前の公表については、いろいろ賛否の分かれる部分ではあるかと思いま

す。それらを踏まえましても、やはり条例等の制定に向けて前向きに検討する必要があるのでは

ないかと私は思っているところであります。 

 カスハラがあった場合、組織内での情報の共有、あるいは相談体制の構築等について、組織と

して取り組んでおいた方が、仮に職員がカスハラ被害に遭った場合、体調を崩したりとか、業務

に差し障りが出るような場合において、有効に対応できるのではないかと思います。その辺につ

きましても前向きにご検討いただければと思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 
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 ご意見ということでお伺いいたしましたけれど、多分この時代、そういうのがあって当然とい

う状況になってきているという思いはあります。それが条例の形になるのか、ガイドラインの形

になるのか、今後の検討によりますけれど、何らかの形で制度化していきたいと思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、２点目の質問をお願いいたします。 

 髙田議員。 

〇３番（髙田英利君） 

 それでは、２点目について質問いたします。 

 ヒグマ駆除に係る出動要請ということで質問いたします。 

 １１月２５日に北海道猟友会では、市町村の出動要請には応じないことも含めて検討を進めて

いたところですが、２５日の幹部会議では、駆除を進めるには協力して取り組む必要があるとし

て、要請を一律に否定することはせず、現場で対応に当たる支部に判断を委ねる方針を決定した

とありました。その上で、警察などと連携が取れていない地域では、ハンターの出動にリスクが

あるとして、協議を徹底するように求めていくということでした。 

 また、道猟友会では、こうした方針を近く道内の各支部に通知するとしているそうです。さら

に、ハンターを守るには警察とも連携する必要があり、普段からそれぞれの地域で、どこが発砲

可能なのかを協議してほしいという談話を出しております。 

 浦臼町では今年、猟友会が発砲に至るまでのクマの出没にはなっておりませんが、道猟友会の

決定を受け、今後猟友会及び警察との協議をどのように進めるのか対応をお聞きいたします。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 ２点目のヒグマ駆除に係る出動要請についてですが、１１月２５日に北海道猟友会の三役会が

開催され、市町村からのヒグマの駆除要請については、今後も誠実に対処することを基本とし、

「ヒグマ有害捕獲に対応するに当たっては、道、警察、市町村と十分な共通理解を持って不安の

ない状況で行うべきとする」、また「不安の残る状況で無理に実施する必要はない」との内容で

各支部へ通知するとのことでした。 

 これを受けて北海道は、市町村、猟友会、警察署に参加を呼びかけ、ヒグマによる被害防止対

策を進める上で、捕獲従事者が安心して活動できる環境の構築に向けた意見交換会を行うことと

なってございます。 

 １１月１４日に「北海道猟友会としての駆除要請に応じない方向での検討」との報道後、すぐ

に当町の猟友会へ聞き取りを行っております。１２月２日にも再度確認していますが、当町猟友

会が属する美唄支部からの通知は今のところなく、現時点では出動要請に協力するとの回答をい
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ただいているところでございます。 

 本町におきましては、これまでと同様に、浦臼猟友会、滝川警察署と連携を図りながら対応を

してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再質問ございますか。 

 髙田議員。 

〇３番（髙田英利君） 

 まず、今回、道猟友会がこのような話を持ち出したというのは、当然御存じのとおり、砂川市

の猟銃使用に係る裁判の件を受けてのことだと思います。春には隣の奈井江町で、いろいろ猟友

会と町との問題もあったということで、全国的に報道されたことを受けての流れかと認識してお

ります。 

 調べてみますと、やはりハンターさんの意見ということなのですが、市街地や民家付近で警察

の発砲許可がなければ当然発砲はできないわけです。クマの出没に対応するケースは、それぞれ

場面によって違いますので、それぞれの場面で対応を考えなければならない、非常に難しい状況

にあるという記事もありました。その上でやはり銃に関する知識だとか、鳥獣に関する知識がな

いと、発砲の判断は当然厳しいということですし、行政と警察の担当者がクマのことを理解して

もらい、ハンターと同じ知識を持っていただくことが一番大切だということを訴えているハンタ

ーもいたという記事も載っておりました。 

 駆除を依頼する以上、やはり行政がその責任を負う部分は当然あると思います。発砲許可を出

すのは警察ではありますが、その辺の責任の所在がどこにあるのか、その辺の難しさはあるのか

なと思います。仮に駆除を要請する場面があったとした場合、行政の責任はそこで当然あるもの 

だと私は捉えております。その辺、町長のお考えいかがかなという部分と、道の猟友会の方では、 

これから地域でいろいろ対策を考えてほしいという場面がありましたが、今後、猟友会も警察と

の具体的な協議だとか、あるいはこういう場面においてどのように対応するという協議の場を設

けていく予定があるのか、その辺をお伺いしたいと思います。その２点、よろしくお願いいたし

ます。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 ２点の質問について、行政の責任といいますかそれが１点だったと思います。責任というのは

どう捉えているのか、ちょっとわからないところがあります。銃の発砲に対する責任という部分

で、町がハンターに対して発砲許可を出すということには、多分ならないと思います。法的根拠

という意味ではそういう形にはならないのかなと思います。 
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 本当に切羽詰まった状態になったときに、それでいいのかという問題は残ってくると思います

けれど、次の質問にも関わってきますが、まず道警と道と猟友会の上の段階で大枠を決めていた

だかなければ、末端の私たちがどうこう判断するべきものではない部分も多々あろうかと思いま

す。 

 これからの上部での話し合いの結果をもとに、それぞれの地域で話し合いが進んでいくのかな

と今のところ考えております。まずは上の方で大枠の部分の結論といいますか、結果を待ちたい

と思っております。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ございますか。 

 髙田議員。 

〇３番（髙田英利君） 

 町長のおっしゃることは十分わかっておりますし、そう感じているところでもあります。では、 

いざその場面になったとき、万が一事故があってはいけないのですが、そのときにどこが責任を

取るのかという場面もゼロではないのかなと私も感じています。発砲許可を出すのは町ではなく

て、当然警察ということにはなるのでしょうが、その辺の責任の所在のあり方とか指揮命令系統

をどうするのかという部分も、これから協議していかなければならないのかなという感じでもあ

ります。 

 今までの流れの中では、やはり、ある程度猟友会にお願いをして発砲していただいたという経 

過があることは承知をしております。今までの流れを見ますと、責任の所在のあり方というのは、 

今この裁判の中でも問われている部分なのかなという感じもあります。その辺は浦臼町単独では

なかなか厳しい状況ではあろうかと思いますが、警察との協議の中でその部分もしっかりと主張

をしていただいて、今後のあり方について進めていただければと思います。 

 また、その中で例えば保険制度を導入したり、あるいはこういう場合はどうするのだというガ

イドラインの策定なども視野に入れて進めていってもらえればなと感じているところです。 

 このクマの件につきましては、私、３月の定例会でも取り上げていますので、あまり長く話す

つもりはありませんけれど、今の猟友会の判断を受けての質問とさせていただきます。 

 ガイドライン等の今後の策定についても、進める考えを持っていただければということで再質

問といたします。 

○議 長（小松正年君） 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 先ほど申し上げましたように、多分これから上部団体の方で大枠が決定されてくることになり

ます。それに基づきまして、それをベースに地域の独自性が出てくればその部分も含めまして、

浦臼版といいますか空知版のガイドライン等に、今後、進んでいくのではないかと思っておりま
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す。まずはその上の段階での大枠を待ちたいと思っております。ガイドラインにつきましては何

らかの形で整備していきます。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、３点目の質問をお願いいたします。 

 髙田議員。 

〇３番（髙田英利君） 

 それでは教育長に質問いたします。 

 小中学生のＳＮＳトラブル対策はということで、近年、児童生徒がＳＮＳでさまざまなトラブ

ルに巻き込まれる危険性が高まっています。本町の小学生も多くの子供たちがスマートフォン等

の通信機器を所有していると推察いたします。このことから、子供たちがＳＮＳなどと適切に関

わるための対策を講じることが必要と考えます。家庭での指導は当然のことでありますが、教育

委員会では現状何か対策を講じているのか、また今後の予定についてお伺いします。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 河本教育長。 

〇教育長（河本浩昭君） 

 髙田議員のご質問にお答えいたします。 

 現代の生活において、スマートフォンをはじめとするＩＣＴ機器の利用は切り離せないものと

なっております。 

 小中学校におきましても、ＧＩＧＡスクール構想のもと、ＩＣＴ教育を積極的に推進しており、 

ＩＣＴ技術のさらなる活用や、より高度な教育コンテンツの導入を目指して、ＧＩＧＡスクール

構想第２期の取組みを継続していくこととしております。 

 そのような状況の中、議員ご指摘のとおりネットトラブルに巻き込まれ、事件や事故につなが

る可能性や危険性は高まっております。 

 現在、教育委員会では、学校でのＩＣＴ機器の利用に関することや児童生徒の利用に関する注

意点の助言等をいただくため、ＩＣＴ支援員の派遣についての契約を結んでおり、毎月１回小中

学校を訪問し、教職員の質問等にアドバイスをいただいております。ＩＣＴ機器の利活用につき

ましては、専門的な視点からの助言や教職員のニーズに合わせたソフト等の提案をいただいてお

り、児童生徒の情報モラル教育につきましても実際の危険性を含め助言をいただいております。 

 また、小学校では毎年情報モラル教室を行っており、本年は１１月１５日と２２日にＩＣＴ支

援員を講師に迎え、全学年で実施をしております。中学校では、文部科学省や北海道教育委員会

が作成している資料を活用し、学活などの時間に生徒への注意喚起を行っております。 

 また、北海道教育委員会が平成２５年に策定しました、北海道児童生徒ネットコミュニケーシ

ョン見守り活動実施要領に基づくネット上の監視、ネットパトロールを小学校では一月に２回、

中学校では一月に１回実施をしております。 
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 本年１０月には、近年ＳＮＳに起因して児童生徒が犯罪の加害者や被害者になる事例が増加し

ておりますことから、北海道教育委員会のホームページに、インターネットトラブルに関する情

報を集めた「ＳＴＯＰ ＳＮＳ Ｔｒｏｕｂｌｅ ポータルサイト」を開設しておりますので、

各学校において、学校だよりへの掲載やＰＴＡ活動等で周知するなど未然防止に活用してまいり

ます。 

 今後も小中学校でのＩＣＴ機器の利活用推進と併せて、情報等の正しい利用方法や向き合い方

など、インターネット・リテラシーの向上に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、再質問ございますか。 

 髙田議員。 

〇３番（髙田英利君） 

 なぜ私がこのような質問をしたかといいますと、やはりテレビなどの情報を見ていますと、小 

学生とは言いませんけれども、中学生、高校生などがＳＮＳトラブルによっていじめに遭った、

あるいは犯罪に関わったというニュースが多く聞かれているのも実情であります。そのような中

で、ある程度きめ細かに児童生徒を対象に支援員をお願いして講習会をしているという実情につ

いてお伺いをしたところであります。 

 そこで、教育長にお伺いしますが、今までに子供たちがＳＮＳ等のトラブルにあったことがあ

るという情報があったのかどうか、それが１点。それから、小中学生においてスマートフォンが

メインになろうかと思いますが、その所有状況や使用状況について教育委員会としてどのように

把握されているのかお伺いしたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 河本教育長。 

〇教育長（河本浩昭君） 

 ただいまの質問にお答えをいたします。 

 最初に、トラブルにあったことがあるかということですけれども、犯罪等に巻き込まれたり、

加害者になったり、被害者になったりということはありません。それほど大きな問題ではないの

ですが、ＳＮＳ上でトラブルがあって、学校で子供たちに指導したというようなケースはあった

と聞いております。 

 スマートフォン等の所有については、中学校の方は把握していないのですけれども、たまたま

１１月に発行した浦臼小学校だより、これに校長の記事で、インターネットやＳＮＳの危険性か

ら子供を守るというような特集の記事が掲載されておりまして、その中でアンケートを行った結

果、子供たちが自由に使えるインターネットにつながっているＩＣＴ機器を持っていると答えた

子供さんが８５．７％、ＩＣＴ機器の家庭でのルールが決まっていると答えた方が７１．４％、
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テレビ・ゲーム・動画の１日の視聴時間について、３時間以上が３１％、２時間までが３６％、

１時間が２４％というようになっております。 

 中学校のデータは手元に把握しておりませんので、後ほど、もし把握していればご報告をさせ

ていただきたいと考えております。 

○議 長（小松正年君） 

 再々質問ございますか。 

 髙田議員。 

〇３番（髙田英利君） 

 今の報告を聞いても小学生で８５％ということで、非常に高い使用率だと思って、ちょっと驚

いているところです。ゲーム機器なども通信はできるので、それらも含めてということなのかも

しれませんが、それにしても８割以上の子供たちがＳＮＳや通信機器を自由に操っているという

状況がこれでわかると思います。 

 教育委員会でもいろいろ対策を行っていただいている部分はありますが、フィルタリングやペ

アレンタルコントロールということで、保護者を対象とした対策も必要と言われているところで

もあります。 

 私の考えですが、教育現場では当然ですが、やはり家庭での教育も大事なことではないかと思 

います。そこで、複数回の開催については厳しいところはあると思いますが、子供も当然ですが、 

保護者へ向けての教育、喚起も、当然私は必要だと思うところです。教員や家庭の負担が増える

部分もありますが、例えばオンラインでの開催を試みるとか、何かの集まりに併せてＳＮＳ対策

を講じていただくとか、保護者へ向けての注意喚起も子供たちと同時に行っていくことが有効な

手だてになると思っているところです。 

 恐らく、中学生になると９割５分の子供たちということにもなると思いますし、高校生になる

とほぼ１００％の生徒がスマートフォンを所有し、当然、生徒同士でのＳＮＳによる情報交換も

必要です。それがなければ、今の子供たちは学生生活を送ることができない状況になっているの

も事実です。そのような中、いじめや犯罪に巻き込まれるリスクも高まっていることが想定され

ますので、その辺について、家庭への教育の充実を念頭に置いていただきまして、対策を講じて

いただければということで再々質問といたします。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁をお願いいたします。 

 河本教育長。 

〇教育長（河本浩昭君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 私も議員おっしゃるように、保護者への対応というのはとても大切だと思います。フィルタリ

ングもそうです。今回質問をいただいて調べましたところ、チャット機能付きのゲームで犯罪に

巻き込まれたりするケースもあるようです。そこら辺も含めて、学校を通じて行うことになるか



 

－ 49 －

と思いますけれど、機会を捉えて啓発等を行っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、一般質問を終わりたいと思います。 

 ただいまから、暫時休憩といたします。再開時間を午後３時ちょうどといたします。 

 

休憩 午後 ２時４８分 

再開 午後 ３時００分 

 

○議 長（小松正年君） 

 それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第１０ 議案第４０号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第１０、議案第４０号 浦臼町個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 議案書の４ページをお開き願います。 

議案第４０号 浦臼町個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について。 

 浦臼町個人情報保護審査会条例（令和５年浦臼町条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 令和６年１２月１０日提出 

 浦臼町長 川畑智昭 

 提案理由でございますが、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行により、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代え

て拘禁刑が創設されることに伴い、本条例中の文言を改めるものでございます。 

 内容につきましては、新旧対照表にてご説明いたしますので、別冊参考資料の１ページをお開

き願います。 

 改正の内容につきましては、罰則を規定する第１２条の第１項中「懲役」を「拘禁刑」に改め

ようとするものでございます。 

 議案書の５ページにお戻り願います。 

 附則、第１項におきまして、この条例は、令和７年６月１日から施行しようとするものでござ

います。 

 第２項につきましては、本条例の施行前に行われた行為の処罰については、本改正前の規定を
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適用する経過措置を定めるものでございます。 

 以上が、議案第４０号 浦臼町個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例についての内容

でございます。ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４０号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４０号 浦臼町個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例については、 

原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１１ 議案第４１号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第１１、議案第４１号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例

の制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 議案書の６ページをお開き願います。 

議案第４１号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例の制定につい

て。 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例を次のように制定する。 

 令和６年１２月１０日提出 

 浦臼町長 川畑智昭 

 提案理由でございますが、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施
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行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行により、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代え

て拘禁刑が創設されることから、既存の条例等が定めている罰則の経過規定に対し通則的な経過

措置を設ける必要があるため制定するものでございます。 

 条例の内容についてご説明いたしますので、次のページをお開き願います。 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例でございます。 

 第１条、罰則に係る経過措置では、本条例の施行後に行われた行為に対して、他の条例の規定 

によりなお従前の例によるや、なお効力を有する等とされる罰則を適用する場合において、懲役、 

禁錮が含まれるときは、それぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期禁錮刑とする経過措置を

規定するものでございます。 

 人の資格に係る経過措置について規定する第２条では、拘禁刑に処せられた者に対し、他の条

例その他の定めによりなお従前の例によるや、なお効力を有する等とされる人の資格に関する法

令の規定を適用する場合においては、無期拘禁刑に処された者は無期禁錮に処せられた者と、有

期禁錮刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とするみなし規定を設ける

ものでございます。 

 同じく第３条では、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑による公訴提起または禁錮以上の刑の宣

告については、それぞれ拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた公訴提起または拘

禁刑以上の刑の宣告とみなすことを規定するものでございます。 

 附則、本条例は、令和７年６月１日から施行しようとするものでございます。 

 以上が、議案第４１号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例の制

定についてのご説明でございます。ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４１号を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 
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 したがって、議案第４１号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例

の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１２ 議案第４２号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第１２、議案第４２号 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 明日見課長。 

〇住民課長（明日見将幸君） 

 議案書の８ページをお開き願います。 

議案第４２号 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例について。 

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和４８年浦臼町条例第１

６号）の一部を次のように改正する。 

令和６年１２月１０日提出 

 浦臼町長 川畑智昭 

 提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）が施行されることに伴いまして、健康

保険被保険者証等が廃止されるため、条例を改正するものでございます。 

 説明につきましては、別冊参考資料にてご説明いたしますので、資料の２ページ目をお開き願

います。 

 はじめに、条例第４条第３項の規定でございますが、被保険者証の廃止によりまして、改めて

条文を明確にするため、改正前「被保険者証の交付を」を、改正後「規定の適用を」に文言を改

めるものでございます。 

 次に、条例第７条の規定でございますが、同じく被保険者証が廃止されることに伴いまして、

規定を明確にするため、改正前「被保険者証又は組合員証及び」を、改正後「おいて医療保険各

法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、」に

文言を改めるものでございます。 

 議案書の９ページにお戻り願います。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、令和６年１２月２日から適用するものでございます。 

 以上が、議案第４２号 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例についての説明でございます。ご審議いただきまして、議決賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 
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○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４２号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４２号 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１３ 諮問第１号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第１３、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題としま

す。 

 地方自治法第１１７条の規定によって、土屋慎一議員の退場を求めます。 

（土屋慎一議員退場） 

 それでは、提案理由の説明を求めます。 

 川畑町長。 

○町 長（川畑智昭君） 

 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

 人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６

条第３項により、議会の意見を求める。 

 令和６年１２月１０日提出 

 浦臼町長 川畑智昭 

 住所につきましては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、氏名は土屋慎

一、選任理由につきましては任期満了によるものでございます。 

 以上が、諮問第１号の内容でございます。十分ご審議いただきますことをお願い申し上げまし

て、提案といたします。 
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○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 諮問第１号については、お手元に配布のとおり答申したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてはお手元に配

布の意見のとおり答申することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時１２分 

（土屋慎一議員入場） 

再開 午後 ３時１３分 

 

○議 長（小松正年君） 

 会議を再開します。 

 

◎日程第１４ 発議第２号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第１４、発議第２号 浦臼町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。 

 本件については、会議規則第３９条第２項の規定により、提案理由の説明を省略したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号については、提案理由の説明を省略することに決定しました。 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 
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 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、発議第２号を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第２号 浦臼町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 所管事務調査 

○議 長（小松正年君） 

日程第１５、所管事務調査についてを議題とします。 

総務産業常任委員長から、閉会中の事務調査について、会議規則第７３条の規定により申し出

があります。 

お諮りします。 

総務産業常任委員長の申し出のとおり、閉会中の調査に付することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

異議なしと認めます。 

したがって、総務産業常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の調査に付することに決定し

ました。 

 

    ◎散会の宣告 

○議 長（小松正年君） 

これをもって、本日の日程は終了しました。 

したがって、本日はこれにて散会いたします。 

なお、明日１１日は休会とし、１２日午前１０時より会議を再開します。 

本日は大変ご苦労さまでした。 

散会 午後 ３時１５分 
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浦臼町議会第４回定例会 第２号   

 

令和６年１２月１２日（木曜日） 

 

○議事日程 

１  議案第４３号   浦臼町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 

２  議案第４４号   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

３  議案第４５号   浦臼町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

４  議案第４６号   浦臼町第２号会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

５  発議第 ３号   浦臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例について 

６  議案第４７号   令和６年度浦臼町一般会計補正予算(第８号) 

７  議案第４８号   令和６年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)  

８  議案第４９号   令和６年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号) 

９  議案第５０号   令和６年度浦臼町下水道事業会計補正予算(第１号) 

 

 

○出席議員(８名) 

議  長 ８番 小 松 正 年 君 副議長 ７番 柴 田 典 男 君 

 １番 砂 場   明 君  ２番 土 屋 慎 一 君 

 ３番 髙 田 英 利 君  ４番 野 崎 敬 恭 君 

 ５番 中 川 清 美 君  ６番 静 川 広 巳 君 

 

○欠席議員(０名) 

 

○出席説明員 

町 長  川  畑  智  昭  君 

副 町 長  石  原  正  伸  君 

教 育 長  河  本  浩  昭  君 

総 務 課 長  城  宝  睦  己  君 

総 務 課 主 幹  安  田  良  弘  君 

総 務 課 主 幹  早  坂  隆  広  君 

住 民 課 長  明 日 見  将  幸  君 
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住  民  課  主  幹  國  田  幹  夫  君 

福 祉 課 長  齊  藤  淑  恵  君 

福 祉 課 主 幹  粟  野  敏  朗  君 

産 業 課 長  馬  狩  範  一  君 

産 業 課 主 幹  山  﨑     哲  君 

建 設 課 長  上  嶋  俊  文  君 

会 計 管 理 者  中  田  帯  刀  君 

教育委員会事務局長  横  井  正  樹  君 

農 業 委 員 会 会 長  位  田     勝  君 

代 表 監 査 委 員  笹  木  政  廣  君 

 

 

○出席事務局職員 

局 長  國  田  朋  子  君 

書 記  藤  澤  翔 太 郎  君 
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開議  午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

○議 長（小松正年君） 

 おはようございます。 

本日の出席議員は８名です。 

 定足数に達しております。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表の２日目に基づき、順を追って進めてま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎日程第１ 議案第４３号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第１、議案第４３号 浦臼町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

議案書の１１ページをお開き願います。 

議案第４３号 浦臼町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について。 

浦臼町長等の給与等に関する条例（昭和４３年浦臼町条例第３３号）の一部を次のように改正

する。 

令和６年１２月１０日提出 

浦臼町長 川畑智昭 

提案理由でございますが、令和６年人事院勧告に基づき民間給与水準に準拠し、浦臼町長、副

町長、教育長の期末手当の支給率を改正するものでございます。 

改正の内容につきましては、新旧対照表にてご説明いたしますので、別冊参考資料の３ページ

をお開き願います。 

はじめに、第１条による改正におきましては、条例第４条第２項に規定しております１２月に

支給する期末手当の支給割合につきまして「１００分の２２５」を「１００分の２３５」に引き

上げる改正でございます。 

 次のページ、４ページをお開き願います。 

 第２条による改正におきましては、条例第４条第２項に規定しております６月に支給する期末

手当の支給割合につきまして「１００分の２２５」を「１００分の２３０」に引き上げ、第１条

において改正しました１２月に支給する期末手当の支給割合につきまして「１００分の２３５」

を「１００分の２３０」に引き下げる改正となってございます。 
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 議案書の１２ページにお戻りください。 

 附則、本条例の施行期日を定める第１条におきまして、第１項では本条例を公布の日から施行

しようとするものでございますが、ただし書きにおいて、第２条による改正後の規定は令和７年

４月１日から施行しようとするものでございます。 

 第２項につきましては、第１条による改正後の規定は、令和６年１２月１日から適用しようと

するものでございます。 

 第２条につきましては、第１条の改正前に支給された給与は改正後の規定により支給される給

与の内払とみなすことを規定するものでございます。 

 以上が、議案第４３号 浦臼町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての内

容でございます。ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４３号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４３号 浦臼町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２ 議案第４４号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第２、議案第４４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 
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 議案書の１３ページをお開き願います。 

 議案第４４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。 

職員の給与に関する条例（昭和３９年浦臼町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

令和６年１２月１０日提出 

浦臼町長 川畑智昭 

提案理由でございますが、令和６年人事院勧告に準拠し、給料月額及び手当等を改正するもの

でございます。 

改正の内容につきましては、新旧対照表にてご説明いたしますので、別冊参考資料の５ページ

をお開き願います。 

まずはじめに、第１条による改正の内容でございます。第２０条寒冷地手当の支給月額につき

ましては、世帯主であり扶養親族のある職員の区分につきまして「２３，３６０円」を「２６，

０００円」に、世帯主であり扶養親族のない職員の区分につきまして「１３，０６０円」を「１

４，５００円」に、その他の区分につきまして「８，８００円」を「９，８００円」にそれぞれ

引き上げる改正をしようとするものでございます。 

次に、第２１条第２項におきまして、期末手当基礎額に対する支給割合を「１００分の１２２． 

５」から「１００分の１２７．５」に引き上げる改正をしようとするものでございます。 

第３項では、定年前再任用短時間勤務職員に対する期末手当の支給割合に係る読替規定を定め 

ておりますが、読替え後の支給割合につきまして「１００分の６８．７５」を「１００分の７１． 

２５」に引き上げる改正をしようとするものでございます。 

次に、第２２条第２項では、職員に対する勤勉手当の支給割合につきまして「１００分の１０

２．５」を「１００分の１０７．５」に引き上げるとともに、定年前再任用短時間勤務職員に対

する勤勉手当の支給割合につきましては「１００分の４８．７５」を「１００分の５１．２５」

に引き上げる改正をしようとするものでございます。 

次に、給料表の改正でございますが、議案書の１６ページから１８ページまでの別表第１、行

政職給料表の改正におきましては、初任給について２万１，４００円から２万９，３００円程度

引き上げるとともに、おおむね３０代後半までの若年層に重点を置いた給料月額の増額改定とな

ってございます。平均改定率につきましては約３．０％の引上げでございます。 

また、議案書の１９ページから２２ページまでの別表第２、医療職給料表の改正につきまして

も、行政職給料表との均衡を図るため、これらに準じた改正となってございます。 

続きまして、別冊参考資料の７ページをお開き願います。 

第２条による改正の内容でございます。 

扶養手当について規定する第９条中第２項第１号の「配偶者」を削り、第２号から第６号を各

１号ずつ繰り上げるものでございます。 

これにより、本条例附則におきまして経過措置が設けられておりますが、配偶者に対して支給

する扶養手当を段階的に廃止する改正をしようとするものでございます。 
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同条第３項の改正におきましては、扶養親族たる子に対する扶養手当の支給月額につきまして

１万円を１万３，０００円に引き上げる改正となってございます。 

当改正につきましても、本条例附則におきまして経過措置が設けられており、段階的に引き上

げる改正をしようとするものでございます。 

第１０条の改正につきましては、前条の改正に伴う号ずれに対応した文言整理となってござい

ます。 

第１７条の２第２項の改正におきましては、管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務の勤

務時間につきまして、午前０時から午前５時までを午後１０時から午前５時までに改めるもので

ございます。 

次のページ、８ページをお開きください。 

第１８条の改正におきましては、これまで定年前再任用短時間勤務職員を支給対象から除外し

ておりました住居手当及び寒冷地手当を支給対象に加えるため、適用除外条文の整理を行うもの

でございます。 

次に、第２１条第２項におきましては、本条例第１条において改正いたしました期末手当基礎

額に対する支給割合を「１００分の１２７．５」から「１００分の１２５」に引き下げる改正を

しようとするものでございます。 

第３項では、定年前再任用短時間勤務職員に対する期末手当の支給割合に係る読替規定を定め 

ておりますが、読替え後の支給割合につきまして「１００分の７１．２５」を「１００分の７０」 

に引き下げる改正をしようとするものでございます。 

第２２条第２項では、本条例第１条において改正いたしました職員に対する勤勉手当の支給割

合につきまして「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に引き下げるとともに、定年

前再任用短時間勤務職員に対する勤勉手当の支給割合につきましては「１００分の５１．２５」

を「１００分の５０」に引き下げる改正をしようとするものでございます。 

 次に、給料表の改正でございますが、議案書の２３ページから２５ページまでの別表第１、行 

政職給料表の改正につきましては職責重視の体系とするため、３級以上の諸号額を引き上げつつ、 

昇格時の俸給表の上昇幅を拡大する改正に併せ３級以上の級における最高号俸を引き下げる改定

となってございます。 

 また、議案書の２６ページから２９ページまでの別表第２、医療職給料表の改正につきまして

も、行政職給料表との均衡を図るためこれらに準じた改正となってございます。 

 議案書の１４ページにお戻りください。 

 附則、本条例の施行期日を定める第１条におきまして、１項では本条例を公布の日から施行し

ようとするものでございますが、ただし書きにおいて第２条による改正後の規定は令和７年４月

１日から施行しようとするものでございます。 

 第２項につきましては、本条例第１条の規定中、期末手当及び勤勉手当に関する改正規定は令

和６年１２月１日、これら以外の改正規定を令和６年４月１日から適用しようとするものでござ
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います。 

 次のページ、議案書の１５ページをお開きください。 

 第２条につきましては、第１条の改正前に支給された給与は改正後の規定により支給された給

与の内払とみなすことを規定するものでございます。 

 第３条では、扶養手当の支給に関する経過措置を規定しており、本条例第２条の改正規定に関

わらず、令和８年度中に支給する扶養手当の支給月額につきましては、配偶者は３，０００円、

扶養親族たる子は１人につき１万１，５００円とすることにより、段階的に廃止ないしは増額の

措置を講じようとするものでございます。 

 条例第４条につきましては、号俸の切替え等について規定するものでございまして、改正後の

給料表中、３級以上に係る最高号俸の引上げに対応するため、令和７年４月１日を切替日とし、

新たに適用する新号俸を附則別表に基づき切り替えようとするものでございます。 

 号俸の切替表につきましては、行政職給料表の適用職員は議案書の３０ページから３２ページ、 

医療職給料表適用職員は議案書の３３ページから３５ページとなってございます。 

 以上が、議案第４４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての内容でござ

います。ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

砂場議員。 

○１番（砂場 明君） 

 第１７条の２で時間を午前０時から午後１０時にする時間変更となっていますが、これに関し

ては日をまたぐのですが、考え方は１日ということなのでしょうか、それとも２日になるという

ことなのでしょうか。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁お願いします。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 これに対応する勤務につきましては、定額支給となってございまして、１回の勤務につき、こ

の場合につきましては２，０００円の手当というところでございまして、この時間の変更のみと

いうところでございます。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 静川議員。 
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○６番（静川広巳君） 

 職員の給与の関係ですが、この文言の中に定年前再任用短時間勤務職員というのがあるのです

が、以前からあるのでしょうけれど、浦臼町の場合は定年前再任用と言われる部分、定年が何歳

になるのか、定年前という部分と今度再任用になった場合の定年、本当の定年と言うのか、この

場合どう考えたらいいのでしょうか。定年が何歳というところを聞いた方がいいのか、その辺ど

う理解したらいいのでしょうか。 

○議 長（小松正年君） 

 答弁お願いします。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 現在、数年かけて定年の年齢を６５歳に引き上げている途中となってございます。 

 それに伴いまして、年金接続という部分で６５歳までの任用を本人が希望する場合については

求められているところでございまして、対応する定年ですね、現在は６１歳か６２歳なのですけ

れども、２年間に１歳ずつ引き上げる経過措置の途中となってございまして、その定年を迎える

前に再任用している、いわゆる再任用職員自体が６５歳への引上げに伴いましてなくなるという

ことですけれども、それまでの間に再任用ということで雇っている職員の区分、ちょっとわかり

にくいかと思うのですけれども、６０歳でも定年して退職することは可能なのですけれども、定

年年齢が延びているという部分で、それまでの間に再任用として任用している職員になります。 

 再任用職員というくくりになりますので、現在は６０歳から徐々に定年が６５歳までに引き上

げられている途中の年度になってございまして、それまでの間に雇用されている再任用職員に該

当するものでございまして、今回の改定によりまして、令和７年の４月１日から適用されること

になるのですけれども、年度が明けまして、令和７年度になった段階で、現在対象職員はいなく

なるというような状況となってございます。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４４号を採決します。 
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 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３ 議案第４５号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第３、議案第４５号 浦臼町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 議案書の３６ページをお開き願います。 

 議案第４５号 浦臼町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について。 

浦臼町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例（令和

元年浦臼町条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

令和６年１２月１０日提出 

浦臼町長 川畑智昭 

提案理由でございますが、令和６年人事院勧告に準拠し、期末手当及び勤勉手当の支給率を改

正するものでございます。 

改正の内容につきましては、新旧対照表にてご説明いたしますので、別冊参考資料の９ページ

をお開き願います。 

まずはじめに、第１条による改正の内容でございます。 

期末手当について規定しております第８条の改正では、職員の給与に関する条例第２１条第２ 

項を準用する支給割合の読替規定につきまして、読替え前の支給割合を「１００分の１２２．５」 

から「１００分の１２７．５」に、読替え後の支給割合を「１００分の７３．５」から「１００

分の７６．５」に引き上げる改正をしようとするものでございます。 

次に、勤勉手当について規定しております第８条の２の改正におきましては、職員の給与に関

する条例第２２条第２項を準用する支給割合の読替規定につきまして、読替え前の支給割合を

「１００分の１０２．５」から「１００分の１０７．５」に、読替え後の支給割合を「１００分

の４９」から「１００分の５１」に引き上げる改正をしようとするものでございます。 

続きまして、別冊参考資料の１０ページをお開き願います。 
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第２条による改正の内容でございます。 

期末手当について規定しております第８条の改正では、職員の給与に関する条例第２１条第２ 

項を準用する支給割合の読替規定につきまして、読替え前の支給割合を「１００分の１２７．５」 

から「１００分の１２５」に、読替え後の支給割合を「１００分の７６．５」から「１００分の

７５」に引き下げる改正をしようとするものでございます。 

次に、勤勉手当について規定しております第８条の２の改正におきましては、職員の給与に関

する条例第２２条第２項を準用する支給割合の読替規定につきまして、読替え前の支給割合を

「１００分の１０７．５」から「１００分の１０５」に、読替え後の支給割合を「１００分の 

５１」から「１００分の５０」に引き下げる改正をしようとするものでございます。 

議案書の３７ページにお戻りください。 

附則、本条例の施行期日を定める第１条におきまして、第１項では本条例を公布の日から施行

しようとするものでございますが、ただし書きにより第２条による改正後の規定は令和７年４月

１日から施行しようとするものでございます。 

第２項につきましては、本条例第１条の規定を令和６年１２月１日から適用しようとするもの

でございます。 

第２条につきましては、本条例第１条の改正前に支給された報酬等は、改正後の規定により支

給された報酬等の内払とみなすことを規定するものでございます。 

以上が、議案第４５号 浦臼町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例についての内容でございます。ご審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４５号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 
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 したがって、議案第４５号 浦臼町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第４６号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第４、議案第４６号 浦臼町第２号会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 議案書の３８ページをお開き願います。 

 議案第４６号 浦臼町第２号会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて。 

 浦臼町第２号会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年浦臼町条例第１７号）の一部

を次のように改正する。 

 令和６年１２月１０日提出 

 浦臼町長 川畑智昭 

 提案理由でございますが、令和６年人事院勧告に準拠し、期末手当及び勤勉手当の支給率を改

正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表にてご説明いたしますので、別冊参考資料の１１ペー

ジをお開き願います。 

 まずはじめに、第１条による改正の内容でございます。 

 期末手当について規定しております第１２条の改正では、職員の給与に関する条例第２１条第 

２項を準用する支給割合の読替規定につきまして、読替え前の支給割合を「１００分の１２２．

５」から「１００分の１２７．５」に、読替え後の支給割合を「１００分の７３．５」から「１

００分の７６．５」に引き上げる改正をしようとするものでございます。 

 次に、勤勉手当について規定しております第１２条の２の改正におきましては、職員の給与に

関する条例第２２条第２項を準用する支給割合の読替規定につきまして、読替え前の支給割合を

「１００分の１０２．５」から「１００分の１０７．５」に、読替え後の支給割合を「１００分

の４９」から「１００分の５１」に引き上げる改正をしようとするものでございます。 

 続きまして、別冊参考資料の１２ページをお開き願います。 

 第２条による改正の内容でございます。 

 期末手当について規定しております第１２条の改正では、職員の給与に関する条例第２１条第

２項を準用する支給割合の読替規定につきまして、読替え前の支給割合を「１００分の１２７．

５」から「１００分の１２５」に、読替え後の支給割合を「１００分の７６．５」から「１００
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分の７５」に引き下げる改正をしようとするものでございます。 

 次に、勤勉手当について規定しております第１２条の２の改正におきましては、職員の給与に

関する条例第２２条第２項を準用する支給割合の読替規定につきまして、読替え前の支給割合を

「１００分の１０７．５」から「１００分の１０５」に、読替え後の支給割合を「１００分の５

１」から「１００分の５０」に引き下げる改正をしようとするものでございます。 

 議案書の３９ページにお戻りください。 

 附則、本条例の施行期日を定める第１条におきまして、第１項では本条例を公布の日から施行

しようとするものでございますが、ただし書きにより第２条による改正後の規定は令和７年４月

１日から施行しようとするものでございます。 

 第２項につきましては、本条例第１条の規定を令和６年１２月１日から適用しようとするもの

でございます。 

 第２条につきましては、本条例第１条の改正前に支給された給与は、改正後の規定により支給

される給与の内払とみなすことを規定するものでございます。 

 以上が、議案第４６号 浦臼町第２号会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例についての内容でございます。ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

柴田議員。 

○７番（柴田典男君） 

 文言の説明だけお願いしたいと思います。以前にもあったのですが、附則の最後に、給与の内

払とみなすという文言についての説明をいただきたいと思います。 

○議 長（小松正年君） 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 期末勤勉手当につきましては、去る１２月１０日に支給されているものでございまして、１２

月１０日の支給につきましては、本条例の改正前の規定により支給されておりますことから、こ

の条例の改正により再算定された期末勤勉手当との差額を支給するということになります。 

 そのため１２月１０日に支給された期末勤勉手当につきましては、改正後で支払われるものの

内払として支払われたものとみなし、差額分のみを改めて支給するということを附則に定めるも

のでございます。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 ほかに質疑ありませんか。 
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［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４６号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４６号 浦臼町第２号会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 発議第３号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第５、発議第３号 浦臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

 本件については、会議規則第３９条第２項の規定により、提案理由の説明を省略したいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第３号については、提案理由の説明を省略することに決定しました。 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、発議第３号を採決します。 
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 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、発議第３号 浦臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第６ 議案第４７号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第６、議案第４７号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第８号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 安田主幹。 

〇総務課主幹（安田良弘君） 

 それでは、一般会計補正予算書のご用意をお願いいたします。 

議案第４７号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第８号）。 

 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ７３３万９，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４４億５，９８８万９，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

 第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 令和６年１２月１０日提出 

 北海道浦臼町長 川畑智昭 

 はじめに、第２表債務負担行為補正についてご説明をいたします。７ページをお開きください。 

 １、追加でございます。事項、例規データベースシステム更新業務委託料、期間は令和６年度

から令和７年度まで、限度額は３３５万２，０００円でございます。更新を予定しております標

記システムを令和７年度当初から業務の履行を可能とする必要があるため追加するものでござい

ます。 

続きまして、歳入歳出予算の補正につきまして、まず歳出よりご説明申し上げます。１０ペー

ジをお開きください。 

 主なものにつきましてご説明をさせていただきます。 

 なお、本補正予算における３節職員手当等と２７節操出金につきましては、令和６年人事院勧

告に伴い差額支給分を追加計上するものでございます。 
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 ２款総務費、１項３目企画費、補正額１８７万３，０００円の追加でございます。７節報償費

におきまして、スマートフォン教室の開催に北海道の事業を活用いたしましたことで、当町は講

師謝礼を支弁不要となりましたことから、所要額を皆減するものでございます。１８節負担金補

助及び交付金におきまして、定住促進住宅取得応援助成金の申請見込数の増に伴い、所要見込額

を追加計上するものでございます。友好町親善交流事業助成金及び北海道フェアｉｎ代々木参加

事業補助金につきましては、事業未執行により皆減するものでございます。 

 ４項１目戸籍住民基本台帳費、補正額４４万１，０００円の追加でございます。１２節委託料

におきまして、住民基本台帳ネットワーク機器更新計画に関連し、令和７年１月から３月までの

保守費用所要額を追加計上するものでございます。 

 ３款民生費、２項１目児童福祉総務費、補正額１０４万７，０００円の追加でございます。１

８節負担金補助及び交付金におきまして、認定こども園の利用者数の増加等に伴い、所要見込額

を追加計上するものでございます。 

 １２ページをご覧ください。 

 ４款衛生費、２項３目最終処分場管理費、補正額９，０００円の追加でございます。倉庫内の

消火器を更新するものでございます。 

 ７款土木費、１項２目道路維持費、補正額３７万９，０００円の減でございます。１０節需用

費におきまして、除雪ダンプの変速機不具合による交換費用を追加計上するものでございます。

１７節備品購入費におきましては、除雪センター事務所内ストーブの経年劣化による交換費用を

追加計上するものでございます。１２節委託料におきましては、執行残による減額でございま

す。 

 １４ページをお開きください。 

 ３項１目住宅管理費、補正額３万３，０００円の追加でございます。１７節備品購入費におき

まして、さくら団地Ａ棟の消火器を更新するものでございます。 

 ９款教育費、１項２目事務局費、補正額２１万８，０００円の追加でございます。１２節委託

料におきまして、校務用端末機器の令和７年１月から３月までの保守費用、所要額を追加計上す

るものでございます。 

 歳出合計７３３万９，０００円の追加でございます。 

 以上が、歳出についてのご説明でございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。８ページをお開きください。 

 １３款使用料及び手数料、１項３目産業使用料、補正額２０３万１，０００円の追加でござい

ます。鶴沼公園使用料におきまして、本年度の鶴沼公園開園期間終了に伴い、公園施設使用料が

確定したことにより追加計上するものでございます。 

 １５款道支出金、２項４目農林水産業費道補助金、補正額６１万６，０００円の追加でござい

ます。目標地図作成に係る補助金を計上するものでございます。 

 １９款諸収入、３項２目雑入、補正額４４８万３，０００円の追加でございます。１点目のス
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タンプラリー事業負担金でございますが、事業費の確定により計上するものでございます。２点

目のまちづくり・人づくり推進交付金でございますが、道内町村におけるまちづくりや人材育成

等を積極的に推進することを目的に北海道町村会より配分される交付金でございます。３点目の

北海道市町村職員退職手当組合精算還付金でございますが、定年延長制度の導入に伴い一般職の

事前納付金制度が昨年度を持ちまして廃止されましたことから、令和４年度及び５年度の事前納

付分が精算により還付されるものでございます。 

 ２１款繰入金、１項１目基本財産繰入金、補正額２０万９，０００円の追加でございます。財

源調整に伴い財政調整基金から繰入れを行うものでございます。 

 歳入合計、歳出と同額の７３３万９，０００円の追加となってございます。 

 以上が、議案第４７号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第８号）の内容でございます。

ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑ありませんか。 

 柴田議員。 

○７番（柴田典男君） 

 建設課にお聞きします。今回入っていないのかもしれないのですが、中津沿岸線で、今、雑木

を処理しています。あれは、土木現業所なのか、改良区なのか、町の仕事として雑木処理をして

いるのか。 

 それと、中津沿岸線の未舗装の部分、前にも聞いたことはありますが、いまだに舗装されてい

ません。あそこは、一つの工事として、舗装も含めて予算をとったと思いますが、未舗装の部分

はこれから新たな補正として出てくるのかどうか。また、今後の舗装の予定はどうなっているの

か、その２点についてお願いします。 

○議 長（小松正年君） 

 上嶋課長。 

〇建設課長（上嶋俊文君） 

 ただいまの質問にお答えしますが、中津沿岸線の雑木というのは、そこの同じ場所ですか。 

○７番（柴田典男君） 

 未舗装になっている、沼側のところです。 

〇建設課長（上嶋俊文君） 

 はい。雑木処理につきましては、今、町の土捨て場がないという状況で、あそこは民地なので

すけれども、そこを借受けして、今後の残土処理をする用地として確保するための雑木処理でご

ざいます。 

 未舗装については、以前、全員協議会で説明したと思います。施工後、横断管のたわみが確認

されたものですから、現状調査中でございまして、この秋に水を抜いてたわみの径を測りました
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ので、それを業者の方に確認していただいている最中です。舗装については、この時期になって 

しまいましたので、また来春改めて舗装を敷くというようなことになるかと思います。補正など

について、道路維持のお金がございますので、その中で対応していきます。新たな予算計上はな

いものと思っております。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 静川議員。 

○６番（静川広巳君） 

 歳入について、北海道市町村職員退職手当組合精算還付金ですが、職員の退職手当は、職員と

役場双方で組合に退職手当を積んでいくものだと思うのですが、これが還付されてきていると。

この退職手当を積む場合の支出科目はどういう科目で積んでいたのかが、もしわかれば。 

今回、雑入で受けていますが、支出科目があって雑入で受けるという処理をしているので、よ

くわからないのですが。 

それから、退職手当の還付された分は、これはこれで終わりなのか、今後これを何かするとい

うことがあるのか、お聞きいたします。 

○議 長（小松正年君） 

 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 事前納付制度があったときの支出科目につきましては、４款共済費から支出してございます。 

 それから、歳入科目についてでございますけれども、事前納付制度の廃止に伴う還付金という

ことでご説明させていただいておりますが、本制度につきましては一時的な退職手当の積立てを

平準化するために事前に納付していたものでございまして、その部分の制度が共済組合の方でな

くなったということで、これまで積み立てていた部分が戻ってきたという還付金になります。 

 このため、過年度収入と同様の扱いとなりますので、雑入の科目にて歳入として受けているも

のでございます。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

 よろしいですか。 

静川議員。 

○６番（静川広巳君） 

 そうであれば、事前に納めた分は町で保留金として預かって、今後の積立てに回していくとい

うことになるのですか。 

○議 長（小松正年君） 
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 城宝課長。 

〇総務課長（城宝睦己君） 

 積み立てていたものが戻ってきたということでございますので、その制度自体がなくなったと

いうことですので、その必要に応じて今後共済費から支出していくことになっていきます。 

 このため、還付金につきましては財源を充当する先がない、過去に納めたものということにな

りますので、とりあえず一般財源化されるという意味合いになるのですけれども、町の保有して

いるお財布に戻ってきたというだけでございまして、それがそもそもこれから払っていくものに

充当されるということではないということになります。 

 以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４７号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４７号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第８号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第４８号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第７、議案第４８号 令和６年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 國田主幹。 

○住民課主幹（國田幹夫君） 

 議案第４８号 令和６年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）。 

 令和６年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４９万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億２，８１５万１，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年１２月１０日提出 

 北海道浦臼町長 川畑智昭 

 歳出よりご説明をいたしますので、８ページをお開き願います。 

 なお、今回の補正につきましては、人事院勧告に伴い事務担当職員の人件費を追加するもので

ございます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１１万５，０００円の追加でございます。 

 ４款保健医療費、１項１目特定健診事業費３８万４，０００円の追加でございます。 

 歳出の合計４９万９，０００円の追加でございます。 

 続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。６ページをお開き願います。 

 ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金４９万９，０００円の追加でございます。 

 歳入合計、歳出と同じ４９万９，０００円の追加でございます。 

 以上が、議案第４８号 令和６年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明で

ございます。ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

 説明は以上でございます。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４８号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４８号 令和６年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第８ 議案第４９号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第８、議案第４９号 令和６年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 國田主幹。 

○住民課主幹（國田幹夫君） 

 議案第４９号 令和６年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

 令和６年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２９万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４，７１９万２，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年１２月１０日提出 

 北海道浦臼町長 川畑智昭 

 歳出よりご説明いたしますので、８ページをお開き願います。 

 なお、今回の補正につきましては、人事院勧告に伴い事務担当職員の人件費を追加するもので

ございます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２９万２，０００円の追加でございます。 

 歳出合計２９万２，０００円の追加でございます。 

 続きまして、歳入のご説明を申し上げます。６ページをお開き願います。 

 ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金２９万２，０００円の追加でございます。 

 歳入合計、歳出と同じ２９万２，０００円の追加でございます。 

 以上が、議案第４９号 令和６年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明

でございます。ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

 説明は以上です。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 
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 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第４９号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４９号 令和６年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第５０号 

○議 長（小松正年君） 

 日程第９、議案第５０号 令和６年度浦臼町下水道事業会計補正予算（第１号）を議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 上嶋課長。 

〇建設課長（上嶋俊文君） 

 議案第５０号を説明いたします。令和６年度浦臼町下水道事業会計補正予算書（第１号）をご

覧願います。１ページ目をお開きください。 

 議案第５０号 令和６年度浦臼町下水道事業会計補正予算（第１号）。 

（総則） 

 第１条 令和６年度浦臼町下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出の補正） 

 第２条 収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、第１款下水道事業収益、既決予算額１億９３１万６，０００円に９０万円を増額し１億

１，０２１万６，０００円とするもので、内訳としまして第２項営業外収益に９０万円を増額す

るものでございます。 

 次に、支出でございます。第１款下水道事業費用、既決予算額７，３７５万円に８６万５，０

００円を増額し７，４６１万５，０００円とするもので、内訳としまして、第１項営業費用に６

０万９，０００円、第３項特別損失に２５万６，０００円をそれぞれ増額するものでございま

す。 

（資本的収入及び支出の補正） 

 第３条 予算第４条中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５，２８５万３，００

０円を５，２８８万８，０００円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１８３万

５，０００円を１８７万５，０００円に、過年度利益剰余金処分額３，３２２万２，０００円を

３，３２１万７，０００円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
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 収入、第１款資本的収入、既決予算額３，２３０万円に４０万円を増額し３，２７０万円とす

るもので、内訳としまして、第１項企業債に４０万円を増額するものでございます。 

 次に、支出でございますが、第１款資本的支出、既決予算額８，５１５万３，０００円に４３

万５，０００円を増額し８，５５８万８，０００円とするもので、内訳としまして、第１項建設

改良費に４３万５，０００円を増額するものでございます。 

 次のページをお開きください。 

（企業債の補正） 

 第４条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。 

 起債の目的でございますが、下水道事業債、補正前限度額１，９５０万円に４０万円を追加

し、補正後限度額１，９９０万円とするものでございます。そのほかにつきましては変更ござい

ません。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

 第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（１）給与費、既決予算額６１８万６，０００円に６３万５，０００円を追加し６８２万１，

０００円とするものでございます。 

（他会計からの補助金の補正） 

 第６条 予算第９条中、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額５，２３０万円を５，３２

０万円に改める。 

（利益剰余金の処分の補正） 

 第７条 予算第１０条中３，３２２万２，０００円を３，３２１万７，０００円とし、処分の

金額を次のように改める。 

 （１）減債積立金、既決予算額３，３２２万２，０００円から５，０００円を減額し３，３２

１万７，０００円とするものでございます。 

 令和６年１２月１０日提出 

 北海道浦臼町長 川畑智昭 

 ３ページの３条予算及び４ページの４条予算の補正内容につきましては、別添の令和６年度下

水道事業会計補正予算（第１号）実施計画説明書にて詳細の説明いたしますので、そちらの方を

ご覧いただきたいと思います。 

 令和６年度浦臼町下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画説明書。 

 収益的収入及び支出、３条予算の収入でございます。下水道事業収益、営業外収益、他会計補

助金、補正前５，０６０万円に９０万円を追加し５，１５０万円とし、下水道事業収益、補正後

総額１億１，０２１万６，０００円とするものでございます。これにつきましては一般会計から

の繰入金でございます。 

 ２ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出、３条予算の支出でございます。 
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 下水道事業費用、補正前総額７，３７５万円に８６万５，０００円を追加し、補正後総額７，

４６１万５，０００円とするものでございます。 

 内容としましては、令和６年人事院勧告に基づく給与等の改正に伴う増額に加え、職員の扶養

家族の増により給料２３万４，０００円、手当３３万７，０００円、賞与引当金５万４，０００

円、法定福利費引当金１万円をそれぞれ増額するものでございます。 

 そのほか特別損失でございますが、令和５年度の石狩川流域下水道組合負担金の精算におきま

して、電気料の高騰により特別損失が発生したことにより２５万６，０００円を追加計上するも

のでございます。 

 また、先ほど説明しました増額分の収支均衡を図るための調整財源としまして、総係費、光熱

水費より２万６，０００円を減額して調整しております。 

 なお、収益的収入補正額９０万円に対し、収益的支出補正額８６万５，０００円の差額３万

５，０００円につきましては、次で説明いたします４条予算、いわゆる資本的収支の補てん財源

となるものでございます。 

 ３ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出、４条予算の収入でございます。 

 資本的収入、企業債、建設改良費、補正前１，９５０万円に４０万円を追加し、補正後１，９

９０万円とし、資本的収入補正後総額３，２７０万円とするものでございます。 

 ４ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出、４条予算の支出でございます。 

 資本的支出、建設改良費、補正前３，１２６万４，０００円に４３万５，０００円を追加し、

補正後３，１６９万９，０００円とするものでございます。 

 内容としましては、空知川第１水管橋の補修に伴う負担金を追加するものでございまして、資

本的支出補正後総額８，５５８万８，０００円とするものでございます。 

 なお、資本的収入補正額４０万円に対し、資本的支出補正額４３万５，０００円の差額３万

５，０００円につきましては、先ほど説明しました３条予算、いわゆる収益的収支より財源を補

てんするものでございます。 

 詳細は以上でございます。補正予算書の５ページ以降につきまして、予定キャッシュ・フロー

計算書、予定貸借対照表、予定損益計算書を添付しておりますので、ご高覧いただきたいと思い

ます。 

 以上が、議案第５０号 令和６年度浦臼町下水道事業会計補正予算（第１号）の内容説明でご

ざいます。ご審議いただき、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議 長（小松正年君） 

これより、質疑を行います。収入支出一括して質疑を受けます。質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 
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○議 長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議 長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第５０号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議 長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５０号 令和６年度浦臼町下水道事業会計補正予算（第１号）は、原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

○議 長（小松正年君） 

これをもって、本議会に付議された議案の審議は全部終了しました。 

 したがって、令和６年第４回浦臼町議会定例会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

閉会  午前１１時０９分 


